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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザの脈波を示す脈波データを検出する脈波検出装置であって、
　ユーザの脈波を示す脈波データを時系列で検出する脈波検出部と、
　前記脈波検出部により検出された時系列の脈波データを時間微分することにより、時系
列の速度脈波データを算出する脈波微分部と、
　第１の時間範囲を時間軸方向にずらしながら、前記第１の時間範囲に含まれる前記脈波
微分部で算出された時系列の速度脈波データの最大値と最小値とを抽出することを繰り返
す成分抽出部と、
　前記第１の時間範囲毎に、前記成分抽出部で抽出された最大値と最小値との比である成
分比を算出する成分比算出部と、
　前記成分比算出部で算出された前記成分比が時間的に不安定な区間をノイズ区間と判定
するノイズ区間判定部と
　を備える脈波検出装置。
【請求項２】
　前記ノイズ区間判定部は、
　第２の時間範囲に含まれる前記成分比の分散値を算出する分散値算出部と、
　前記分散値算出部で算出された分散値が所定の範囲内に含まれるか否かを判定し、前記
分散値が前記所定の範囲内に含まれていないと判定される場合に、前記第２の時間範囲内
に前記脈波データのノイズが含まれていると判定する判定部とを含む
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　請求項１記載の脈波検出装置。
【請求項３】
　さらに、前記脈波検出部で検出された時系列の脈波データのうち、前記判定部で前記ノ
イズが含まれていると判定された前記第２の時間範囲内に含まれる脈波データを除去する
ノイズ区間除去部を備える
　請求項１記載の脈波検出装置。
【請求項４】
　前記分散値算出部は、前記第２の時間範囲を時間軸方向にずらしながら、各第２の時間
範囲に含まれる前記成分比の分散値を算出し、
　前記判定部は、前記第２の時間範囲毎に、前記分散値算出部で算出された分散値が所定
の範囲内に含まれるか否かを判定し、前記分散値が前記所定の範囲内に含まれていないと
判定される場合に、当該第２の時間範囲内に前記脈波データのノイズが含まれていると判
定し、
　前記ノイズ区間除去部は、前記脈波検出部で検出された時系列の脈波データのうち、前
記判定部で前記ノイズが含まれていないと判断された前記第２の時間範囲の後に、前記判
定部で前記ノイズが含まれていると判断された前記第２の時間範囲が続く場合に、前記判
定部で前記ノイズが含まれていると判断された前記第２の時間範囲のうちの所定時間位置
以降に含まれる脈波データを除去する
　請求項３記載の脈波検出装置。
【請求項５】
　前記ノイズ区間除去部は、さらに、脈波検出部で検出された時系列の脈波データのうち
、前記判定部で前記ノイズが含まれていると判断された前記第２の時間範囲の後に、前記
判定部で前記ノイズが含まれていないと判断された前記第２の時間範囲が続く場合に、前
記判定部で前記ノイズが含まれていないと判断された前記第２の時間範囲のうちの所定時
間位置以前に含まれる脈波データを除去する
　請求項４記載の脈波検出装置。
【請求項６】
　前記ノイズ区間判定部は、
　前記成分比算出部で算出された前記成分比が所定の範囲内に含まれるか否かを判定し、
前記所定の範囲内に含まれていないと判定された成分比を算出した前記第１の時間範囲内
に前記脈波データのノイズが含まれていると判定する判定部を含む
　請求項１記載の脈波検出装置。
【請求項７】
　前記成分抽出部は、第１の時間範囲を時間軸方向にずらしながら、前記第１の時間範囲
に含まれる前記脈波微分部で算出された時系列の速度脈波データの最大値を抽出し、当該
最大値が含まれる第１の時間範囲のうち、当該最大値に対応する時刻よりも遅い時間範囲
に含まれる前記脈波微分部で算出された時系列の速度脈波データの最小値を抽出すること
を繰り返す
　請求項１記載の脈波検出装置。
【請求項８】
　ユーザの脈波を示す脈波データに基づいて車載用の機器を制御するための機器制御装置
であって、
　ユーザの脈波を示す脈波データを時系列で計測する生体信号計測部と、
　前記生体信号計測部により計測された時系列の脈波データから、ユーザの状態を評価す
るための時系列のパラメータ値を抽出するパラメータ抽出部と、
　前記パラメータ抽出部により抽出されたパラメータ値を用いて、前記脈波データの変化
の要因が、前記ユーザの体調の変化によるものであるのか、前記ユーザの周囲の環境温度
の変化によるものであるのかを判定する判定部と、
　前記判定部における判定結果に基づいて、車載用の機器を制御する制御部とを備え、
　前記生体信号計測部は、
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　ユーザの脈波を示す脈波データを時系列で検出する脈波検出部と、
　脈波検出部により検出された時系列の脈波データを時間微分することにより、時系列の
速度脈波データを算出する脈波微分部と、
　第１の時間範囲を時間軸方向にずらしながら、前記第１の時間範囲に含まれる前記脈波
微分部で算出された時系列の速度脈波データの最大値と最小値とを抽出することを繰り返
す成分抽出部と、
　前記第１の時間範囲毎に、前記成分抽出部で抽出された最大値と最小値との比である成
分比を算出する成分比算出部と、
　前記成分比算出部で算出された前記成分比が時間的に不安定な区間をノイズ区間と判定
するノイズ区間判定部と、
　前記脈波検出部で検出された時系列の脈波データのうち、前記ノイズ区間に含まれる脈
波データを除去するノイズ区間除去部とを含む
　機器制御装置。
【請求項９】
　前記判定部は、
　前記パラメータ抽出部により抽出されたパラメータ値の各々について、当該パラメータ
値の、あらかじめ定められた起点時刻において前記パラメータ抽出部により抽出されたパ
ラメータ値からの変化量である起点変化量を算出するパラメータ変化量算出部と、
　前記パラメータ抽出部により抽出されたパラメータ値の各々について、前記起点時刻か
ら当該パラメータ値の抽出時刻までの時間である変化時間を算出するパラメータ変化時間
算出部と、
　前記パラメータ抽出部により抽出されたパラメータ値の各々について、前記パラメータ
変化量算出部により算出された前記起点変化量が所定の起点変化量しきい値を超え、かつ
前記パラメータ変化時間算出部により算出された前記変化時間が所定の変化時間しきい値
を超えた場合には、前記生体信号の変化の要因が、前記ユーザの体調の変化によるもので
あると判定し、前記起点変化量が前記所定の起点変化量しきい値を超え、かつ前記変化時
間が前記所定の変化時間しきい値以下の場合には、前記生体信号の変化の要因が、前記ユ
ーザの周囲の環境温度の変化によるものであると判定する変化要因判定部とを含む
　請求項８記載の機器制御装置。
【請求項１０】
　前記判定部は、
　前記パラメータ抽出部により抽出されたパラメータ値の各々について、当該パラメータ
値の、あらかじめ定められた起点時刻において前記パラメータ抽出部により抽出されたパ
ラメータ値からの変化量である起点変化量を算出するパラメータ変化量算出部と、
　前記ユーザの周囲の環境温度を時系列で計測する環境温度計測部と、
　前記環境温度計測部により計測された環境温度の各々について、当該環境温度の、前記
起点時刻において前記環境温度計測部により計測された環境温度からの変化量である温度
起点変化量を算出する温度起点変化量算出部と、
　前記パラメータ変化量算出部により算出された前記起点変化量が所定の起点変化量しき
い値を超え、かつ前記温度起点変化量算出部により算出された前記温度起点変化量が所定
の温度起点変化量しきい値以下の場合には、前記生体信号の変化の要因が、前記ユーザの
体調の変化によるものであると判定し、前記起点変化量が前記所定の起点変化量しきい値
を超え、かつ前記温度起点変化量が前記所定の温度起点変化量しきい値を超えた場合には
、前記生体信号の変化の要因が、前記ユーザの周囲の環境温度の変化によるものであると
判定する変化要因判定部とを含む
　請求項８記載の機器制御装置。
【請求項１１】
　前記判定部は、
　前記パラメータ抽出部により抽出されたパラメータ値の各々について、当該パラメータ
値の、あらかじめ定められた起点時刻において前記パラメータ抽出部により抽出されたパ
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ラメータ値からの変化量である起点変化量を算出するパラメータ変化量算出部と、
　前記パラメータ抽出部により抽出されたパラメータ値の各々について、前記起点時刻か
ら当該パラメータ値の抽出時刻までの間に前記パラメータ抽出部により抽出されたパラメ
ータ値の積分値である起点変化量積分値を算出するパラメータ変化量積分部と、
　前記パラメータ変化量算出部により算出された前記起点変化量が所定の起点変化量しき
い値を超え、かつ前記パラメータ変化量積分部により算出された前記起点変化量積分値が
所定の積分値しきい値を超えた場合には、前記生体信号の変化の要因が、前記ユーザの体
調の変化によるものであると判定し、前記起点変化量が前記所定の起点変化量しきい値を
超え、かつ前記起点変化量積分値が前記所定の積分値しきい値以下の場合には、前記生体
信号の変化の要因が、前記ユーザの周囲の環境温度の変化によるものであると判定する変
化要因判定部とを含む
　請求項８記載の機器制御装置。
【請求項１２】
　前記機器制御装置は、さらに、ユーザが運転している車両の状態に関する情報を取得す
る車両情報取得部を備え、
　前記判定部は、
　前記パラメータ抽出部により抽出されたパラメータ値の各々について、当該パラメータ
値の、あらかじめ定められた起点時刻において前記パラメータ抽出部により抽出されたパ
ラメータ値からの変化量である起点変化量を算出するパラメータ変化量算出部と、
　前記パラメータ変化量算出部により算出された前記起点変化量と、前記車両情報取得部
により取得された前記車両の走行状態とから、前記脈波データの変化の要因が、前記ユー
ザの体調の変化によるものであるのか、前記ユーザの周囲の環境温度の変化によるもので
あるのかを判定する変化要因判定部とを含む
　請求項８記載の機器制御装置。
【請求項１３】
　前記機器制御装置は、さらに、ユーザが運転している車両の状態に関する情報を取得す
る車両情報取得部を備え、
　前記判定部は、
　前記パラメータ抽出部により抽出されたパラメータ値の各々について、当該パラメータ
値の、あらかじめ定められた起点時刻において前記パラメータ抽出部により抽出されたパ
ラメータ値からの変化量である起点変化量を算出するパラメータ変化量算出部と、
　前記パラメータ抽出部により抽出されたパラメータ値の各々について、前記起点時刻か
ら当該パラメータ値の抽出時刻までの時間である変化時間を算出するパラメータ変化時間
算出部と、
　前記パラメータ変化量算出部により算出された前記起点変化量と、パラメータ変化時間
算出部により算出された前記変化時間と、前記車両情報取得部により取得された前記車両
の走行状態とから、前記脈波データの変化の要因が、前記ユーザの体調の変化によるもの
であるのか、前記ユーザの周囲の環境温度の変化によるものであるのかを判定する変化要
因判定部とを含む
　請求項８記載の機器制御装置。
【請求項１４】
　ユーザの脈波を示す脈波データを検出する脈波検出方法であって、
　ユーザの脈波を示す脈波データを時系列で検出する脈波検出ステップと、
　前記脈波検出ステップにより検出された時系列の脈波データを時間微分することにより
、時系列の速度脈波データを算出する脈波微分ステップと、
　第１の時間範囲を時間軸方向にずらしながら、前記第１の時間範囲に含まれる前記脈波
微分ステップで算出された時系列の速度脈波データの最大値と最小値とを抽出することを
繰り返す成分抽出ステップと、
　前記第１の時間範囲毎に、前記成分抽出ステップで抽出された最大値と最小値との比で
ある成分比を算出する成分比算出ステップと、
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　前記成分比算出ステップで算出された前記成分比が時間的に不安定な区間をノイズ区間
と判定するノイズ区間判定ステップと
　を含む脈波検出方法。
【請求項１５】
　ユーザの脈波を示す脈波データを検出する脈波検出プログラムであって、
　ユーザの脈波を示す脈波データを時系列で検出する脈波検出ステップと、
　前記脈波検出ステップにより検出された時系列の脈波データを時間微分することにより
、時系列の速度脈波データを算出する脈波微分ステップと、
　第１の時間範囲を時間軸方向にずらしながら、前記第１の時間範囲に含まれる前記脈波
微分ステップで算出された時系列の速度脈波データの最大値と最小値とを抽出することを
繰り返す成分抽出ステップと、
　前記第１の時間範囲毎に、前記成分抽出ステップで抽出された最大値と最小値との比で
ある成分比を算出する成分比算出ステップと、
　前記成分比算出ステップで算出された前記成分比が時間的に不安定な区間をノイズ区間
と判定するノイズ区間判定ステップと
　をコンピュータに実行させる脈波検出プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、脈波に含まれるノイズの検出を行う脈波検出装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、人の生体信号から人の状態を推定する技術について様々な研究団体が取り組んで
いる。その成果として、一部の研究者により、人の状態と生体信号との間で相関性が見出
され、生体信号による人の状態の評価手法が学会などで報告されている。しかしながら、
この成果も、実際には、人の状態変化が確実に起こった区間における生体信号の変化を切
り出して相関分析を行っているため、日常生活とは程遠い、実験室に限った成果と言えた
。よって、生体信号に変化が起こった際の人の状態を推定する、という逆算的な推定技術
は、未だ確立されるに至っていなかった。そこで、これら問題に対し、具体的な人の状態
として運動時とストレス時における両者を区別する方法として、脈波（pulse wave）を実
測して脈拍値と、脈波の高ピーク値と、脈波の高低ピーク値の差である脈圧値とを算出し
てストレス、眠気および疲労（筋肉疲労）の各状態を判別する技術が提案されている（例
えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　図１は、特許文献１に開示されている体調判別装置の構成を示すブロック図である。体
調判別装置は、脈波計測部１３０１と、算出部１３０２と、判別部１３０３と、警報出力
部１３０４とを含む。
【０００４】
　脈波計測部１３０１は、血液循環によって生じる酸素担持されたヘモグロビンと酸素非
担持されたヘモグロビンとの各流量の計測を行う。算出部１３０２は、脈波計測部１３０
１により計測された脈波データから、脈拍値と血圧値と脈波の高低ピーク値の差である脈
圧値との各データを算出する。判別部１３０３は、算出部１３０２により算出されたデー
タの変化を検出して体調状態を複数レベルに判別する。警報出力部１３０４は、判別部１
３０３の判別に伴い、レベルに応じた警報を出力する。
【０００５】
　このように、光学式や圧電式のセンサを用いて生体から脈波を検出し、脈波から人体の
状態を把握する試みがなされている。しかし、脈波は体動などの影響を受け易いため、ノ
イズと脈波信号を識別する必要がある。従来、脈波に含まれているノイズを検出する方法
として、検出した脈波を微分した速度脈波（velocity plethysmogram （略してVPG））の
ピーク値の分散（variance）から識別する方法がある（例えば、特許文献２参照）。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００３－６１９２１号公報（第８頁、図２）
【特許文献２】特許第３８３５０７３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特許文献１記載の体調判別装置の構成では、脈波を用いてユーザの体調
状態を判別しているが、脈波は温冷熱環境による影響も受けやすい生体信号であることを
考えると、疲労（fatigue）、ストレスおよび眠気といった体調状態を判別できたとして
も、その際の脈波の変化が本当にそれら体調による影響であるかどうかまでは断定できな
い。このため、温冷熱環境の影響も含まれた脈波に基づいて体調を判別してしまうことに
なり、誤った結果を出力する可能性が高いという課題がある。
【０００８】
　また、脈波波形は、温冷感や体調の影響のみならず、体動の影響も大きく受ける。図２
は、体動の影響を含む脈波波形を示しており、区間Ａおよび区間Ｂにおいて、脈波波形が
体動の影響を受けており、それ以外の区間では脈波波形は体動の影響を受けていない。こ
のように体動の影響によって、脈波波形が大きく変化することがわかる。また、図３は、
温冷感の変化の影響を含む脈波波形を示しており、区間Ｃにおいて、脈波波形が温冷感の
変化の影響を受けており、それ以外の区間では脈波波形は温冷感の変化の影響を受けてい
ない。このように温冷感の変化の影響によっても、脈波波形が大きく変化することがわか
る。したがって、ノイズ検出の際には、脈波波形が体動の影響により変化しているのか、
温冷感の変化の影響により変化しているのかを識別する必要がある。ここで、図４に、特
許文献２に記載の従来の方法に従って、図２に示す脈波波形を１階微分した速度脈波（図
５）のピーク値の分散値を求めたグラフを実線で示し、図３に示す脈波波形を１階微分し
た速度脈波（図６）のピーク値の分散値を求めたグラフを破線で示す。図４からも明らか
なように、温冷感の影響を受けた区間Ｃの分散は、体動による影響を受けた区間Ａの分散
よりも小さくなっている場合もあるし、体動による影響を受けた区間Ｂよりも大きくなっ
ている場合もある。このため、特許文献１に記載の従来の方法では、脈波の変化が体動の
影響によるノイズであるのか温冷感の変化による脈波信号であるのかを識別できないとい
う課題を有している。
【０００９】
　本発明は、上述の課題を解決するためになされたものであり、体動の影響によるノイズ
と温冷感の変化によって生じた脈波の変化とを識別することができる脈波検出装置を提供
することを目的とする。
【００１０】
　また、体動の影響によるノイズと温冷感の変化によって生じた脈波の変化とを識別した
上で、脈波によりユーザの状態を推定して機器制御を行う際、脈波の変化がまず温冷熱環
境の影響によるものかどうかを判定することにより、温冷熱環境の影響と体調の影響とを
判別し、ユーザの状態を確実に改善するための機器制御を実現する、機器制御装置を提供
することも目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明のある局面に係る脈波検出装置は、ユーザの脈波を示す脈波データを検出する脈
波検出装置であって、ユーザの脈波を示す脈波データを時系列で検出する脈波検出部と、
前記脈波検出部により検出された時系列の脈波データを時間微分することにより、時系列
の速度脈波データを算出する脈波微分部と、第１の時間範囲を時間軸方向にずらしながら
、前記第１の時間範囲に含まれる前記脈波微分部で算出された時系列の速度脈波データの
最大値と最小値とを抽出することを繰り返す成分抽出部と、前記第１の時間範囲毎に、前
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記成分抽出部で抽出された最大値と最小値との比である成分比を算出する成分比算出部と
、前記成分比算出部で算出された前記成分比が時間的に不安定な区間をノイズ区間と判定
するノイズ区間判定部とを備える。
【００１２】
　この構成によると、脈波を１階微分して得られる速度脈波から第１の時間範囲内におけ
る最大値と最小値を抽出してその比（成分比）を求め、成分比が時間的に不安定か否かを
判断することにより、脈波にノイズが含まれているかが判定される。このため、体動の影
響によるノイズと、温冷感の変化によって生じた脈波の変化とを識別することができる。
【００１３】
　好ましくは、前記ノイズ区間判定部は、第２の時間範囲に含まれる前記成分比の分散値
を算出する分散値算出部と、前記分散値算出部で算出された分散値が所定の範囲内に含ま
れるか否かを判定し、前記分散値が前記所定の範囲内に含まれていないと判定される場合
に、前記第２の時間範囲内に前記脈波データのノイズが含まれていると判定する判定部と
を含む。
【００１４】
　この構成によると、上記成分比の分散値を用いて、脈波にノイズが含まれているかが判
定される。このため、体動の影響によるノイズと、温冷感の変化によって生じた脈波の変
化とを識別することができる。
【００１５】
　さらに好ましくは、前記ノイズ区間判定部は、前記成分比算出部で算出された前記成分
比が所定の範囲内に含まれるか否かを判定し、前記所定の範囲内に含まれていないと判定
された成分比を算出した前記第１の時間範囲内に前記脈波データのノイズが含まれている
と判定する判定部を含む。
【００１６】
　上記成分比が所定の範囲内に含まれているか否かを判断することにより、脈波にノイズ
が含まれているかが判定される。このため、体動の影響によるノイズと、温冷感の変化に
よって生じた脈波の変化とを識別することができる。
【００１７】
　本発明の他の局面に係る機器制御装置は、ユーザの脈波を示す脈波データに基づいて車
載用の機器を制御するための機器制御装置であって、ユーザの脈波を示す脈波データを時
系列で計測する生体信号計測部と、前記生体信号計測部により計測された時系列の脈波デ
ータから、ユーザの状態を評価するための時系列のパラメータ値を抽出するパラメータ抽
出部と、前記パラメータ抽出部により抽出されたパラメータ値を用いて、前記脈波データ
の変化の要因が、前記ユーザの体調の変化によるものであるのか、前記ユーザの周囲の環
境温度の変化によるものであるのかを判定する判定部と、前記判定部における判定結果に
基づいて、車載用の機器を制御する制御部とを備え、前記生体信号計測部は、ユーザの脈
波を示す脈波データを時系列で検出する脈波検出部と、脈波検出部により検出された時系
列の脈波データを時間微分することにより、時系列の速度脈波データを算出する脈波微分
部と、第１の時間範囲を時間軸方向にずらしながら、前記第１の時間範囲に含まれる前記
脈波微分部で算出された時系列の速度脈波データの最大値と最小値とを抽出することを繰
り返す成分抽出部と、前記第１の時間範囲毎に、前記成分抽出部で抽出された最大値と最
小値との比である成分比を算出する成分比算出部と、前記成分比算出部で算出された前記
成分比が時間的に不安定な区間をノイズ区間と判定するノイズ区間判定部と、前記脈波検
出部で検出された時系列の脈波データのうち、前記ノイズ区間に含まれる脈波データを除
去するノイズ区間除去部とを含む。
【００１８】
　この構成によると、脈波を１階微分して得られる速度脈波から第１の時間範囲内におけ
る最大値と最小値を抽出してその比（成分比）を求め、成分比が時間的に不安定か否かを
判断することにより、脈波にノイズが含まれているかが判定される。このため、体動の影
響によるノイズと、温冷感の変化によって生じた脈波の変化とを識別することができる。
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【００１９】
　また、脈波データから抽出されたパラメータ値を用いることにより、脈波データの変化
の要因が、ユーザの体調の変化によるものであるのか、ユーザの周囲の環境温度の変化に
よるものであるのかを判定することができる。このため、判定結果に基づいて、車載用の
機器を制御することができる。よって、脈波データによりユーザの状態を推定して機器制
御を行う際、脈波データの変化が温冷熱環境の影響によるものか、体調の変化によるもの
かを判定することにより、温冷熱環境の影響と体調の影響とを判別し、ユーザの状態を確
実に改善するための機器制御を実現することができる。
【００２０】
　好ましくは、前記判定部は、前記パラメータ抽出部により抽出されたパラメータ値の各
々について、当該パラメータ値の、あらかじめ定められた起点時刻において前記パラメー
タ抽出部により抽出されたパラメータ値からの変化量である起点変化量を算出するパラメ
ータ変化量算出部と、前記パラメータ抽出部により抽出されたパラメータ値の各々につい
て、前記起点時刻から当該パラメータ値の抽出時刻までの時間である変化時間を算出する
パラメータ変化時間算出部と、前記パラメータ抽出部により抽出されたパラメータ値の各
々について、前記パラメータ変化量算出部により算出された前記起点変化量が所定の起点
変化量しきい値を超え、かつ前記パラメータ変化時間算出部により算出された前記変化時
間が所定の変化時間しきい値を超えた場合には、前記生体信号の変化の要因が、前記ユー
ザの体調の変化によるものであると判定し、前記起点変化量が前記所定の起点変化量しき
い値を超え、かつ前記変化時間が前記所定の変化時間しきい値以下の場合には、前記生体
信号の変化の要因が、前記ユーザの周囲の環境温度の変化によるものであると判定する変
化要因判定部とを含む。
【００２１】
　この構成によれば、脈波データが変化した際に、脈波データの変化量に加え、変化にか
かる時間を考慮することで、脈波データが変化した要因を判定し、判定した要因に基づい
て、車載用の機器を制御することができる。よって、脈波データによりユーザの状態を推
定して機器制御を行う際、脈波データの変化が温冷熱環境の影響によるものか、体調の変
化によるものかを判定することにより、温冷熱環境の影響と体調の影響とを判別し、ユー
ザの状態を確実に改善するための機器制御を実現することができる。
【００２２】
　さらに好ましくは、前記判定部は、前記パラメータ抽出部により抽出されたパラメータ
値の各々について、当該パラメータ値の、あらかじめ定められた起点時刻において前記パ
ラメータ抽出部により抽出されたパラメータ値からの変化量である起点変化量を算出する
パラメータ変化量算出部と、前記ユーザの周囲の環境温度を時系列で計測する環境温度計
測部と、前記環境温度計測部により計測された環境温度の各々について、当該環境温度の
、前記起点時刻において前記環境温度計測部により計測された環境温度からの変化量であ
る温度起点変化量を算出する温度起点変化量算出部と、前記パラメータ変化量算出部によ
り算出された前記起点変化量が所定の起点変化量しきい値を超え、かつ前記温度起点変化
量算出部により算出された前記温度起点変化量が所定の温度起点変化量しきい値以下の場
合には、前記生体信号の変化の要因が、前記ユーザの体調の変化によるものであると判定
し、前記起点変化量が前記所定の起点変化量しきい値を超え、かつ前記温度起点変化量が
前記所定の温度起点変化量しきい値を超えた場合には、前記生体信号の変化の要因が、前
記ユーザの周囲の環境温度の変化によるものであると判定する変化要因判定部とを含む。
【００２３】
　この構成によれば、脈波データが変化した際に、脈波データの変化量に加え、環境温度
の変化量を考慮することで、脈波データが変化した要因を判定し、判定した要因に基づい
て、車載用の機器を制御することができる。よって、脈波データによりユーザの状態を推
定して機器制御を行う際、脈波データの変化が温冷熱環境の影響によるものか、体調の変
化によるものかを判定することにより、温冷熱環境の影響と体調の影響とを判別し、ユー
ザの状態を確実に改善するための機器制御を実現することができる。
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【００２４】
　さらに好ましくは、前記判定部は、前記パラメータ抽出部により抽出されたパラメータ
値の各々について、当該パラメータ値の、あらかじめ定められた起点時刻において前記パ
ラメータ抽出部により抽出されたパラメータ値からの変化量である起点変化量を算出する
パラメータ変化量算出部と、前記パラメータ抽出部により抽出されたパラメータ値の各々
について、前記起点時刻から当該パラメータ値の抽出時刻までの間に前記パラメータ抽出
部により抽出されたパラメータ値の積分値である起点変化量積分値を算出するパラメータ
変化量積分部と、前記パラメータ変化量算出部により算出された前記起点変化量が所定の
起点変化量しきい値を超え、かつ前記パラメータ変化量積分部により算出された前記起点
変化量積分値が所定の積分値しきい値を超えた場合には、前記生体信号の変化の要因が、
前記ユーザの体調の変化によるものであると判定し、前記起点変化量が前記所定の起点変
化量しきい値を超え、かつ前記起点変化量積分値が前記所定の積分値しきい値以下の場合
には、前記生体信号の変化の要因が、前記ユーザの周囲の環境温度の変化によるものであ
ると判定する変化要因判定部とを含む。
【００２５】
　この構成によれば、脈波データが変化した際に、脈波データの変化量に加え、変化量の
積分値を考慮することで、脈波データが変化した要因を判定し、判定した要因に基づいて
、車載用の機器を制御することができる。よって、脈波データによりユーザの状態を推定
して機器制御を行う際、脈波データの変化が温冷熱環境の影響によるものか、体調の変化
によるものかを判定することにより、温冷熱環境の影響と体調の影響とを判別し、ユーザ
の状態を確実に改善するための機器制御を実現することができる。
【００２６】
　さらに好ましくは、前記機器制御装置は、さらに、ユーザが運転している車両の状態に
関する情報を取得する車両情報取得部を備え、前記判定部は、前記パラメータ抽出部によ
り抽出されたパラメータ値の各々について、当該パラメータ値の、あらかじめ定められた
起点時刻において前記パラメータ抽出部により抽出されたパラメータ値からの変化量であ
る起点変化量を算出するパラメータ変化量算出部と、前記パラメータ変化量算出部により
算出された前記起点変化量と、前記車両情報取得部により取得された前記車両の走行状態
とから、前記脈波データの変化の要因が、前記ユーザの体調の変化によるものであるのか
、前記ユーザの周囲の環境温度の変化によるものであるのかを判定する変化要因判定部と
を含む。
【００２７】
　この構成によれば、脈波データが変化した際に、脈波データの変化量に加え、車両の状
態を考慮することで、脈波データが変化した要因を判定し、判定した要因に基づいて、車
載用の機器を制御することができる。よって、脈波データによりユーザの状態を推定して
機器制御を行う際、脈波データの変化が温冷熱環境の影響によるものか、体調の変化によ
るものかを判定することにより、温冷熱環境の影響と体調の影響とを判別し、ユーザの状
態を確実に改善するための機器制御を実現することができる。
【００２８】
　さらに好ましくは、前記機器制御装置は、さらに、ユーザが運転している車両の状態に
関する情報を取得する車両情報取得部を備え、前記判定部は、前記パラメータ抽出部によ
り抽出されたパラメータ値の各々について、当該パラメータ値の、あらかじめ定められた
起点時刻において前記パラメータ抽出部により抽出されたパラメータ値からの変化量であ
る起点変化量を算出するパラメータ変化量算出部と、前記パラメータ抽出部により抽出さ
れたパラメータ値の各々について、前記起点時刻から当該パラメータ値の抽出時刻までの
時間である変化時間を算出するパラメータ変化時間算出部と、前記パラメータ変化量算出
部により算出された前記起点変化量と、パラメータ変化時間算出部により算出された前記
変化時間と、前記車両情報取得部により取得された前記車両の走行状態とから、前記脈波
データの変化の要因が、前記ユーザの体調の変化によるものであるのか、前記ユーザの周
囲の環境温度の変化によるものであるのかを判定する変化要因判定部とを含む。
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【００２９】
　この構成によれば、脈波データが変化した際に、脈波データの変化量に加え、変化に係
る時間と、車両の状態とを考慮することで、脈波データが変化した要因を判定し、判定し
た要因に基づいて、車載用の機器を制御することができる。よって、脈波データによりユ
ーザの状態を推定して機器制御を行う際、脈波データの変化が温冷熱環境の影響によるも
のか、体調の変化によるものかを判定することにより、温冷熱環境の影響と体調の影響と
を判別し、ユーザの状態を確実に改善するための機器制御を実現することができる。
【００３０】
　なお、本発明は、このような特徴的な処理部を備える脈波検出装置として実現すること
ができるだけでなく、脈波検出装置に含まれる特徴的な処理部をステップとする脈波検出
方法として実現したり、脈波検出方法に含まれる特徴的なステップをコンピュータに実行
させるプログラムとして実現したりすることもできる。そして、そのようなプログラムは
、ＣＤ－ＲＯＭ（Compact Disc-Read Only Memory）等の記録媒体やインターネット等の
通信ネットワークを介して流通させることができるのは言うまでもない。
【発明の効果】
【００３１】
　本発明によると、体動の影響によるノイズと温冷感の変化によって生じた脈波の変化と
を識別する脈波検出装置を提供することができる。
【００３２】
　また、体動の影響によるノイズと温冷感の変化によって生じた脈波の変化とを識別した
上で、脈波によりユーザの状態を推定して機器制御を行う際、脈波の変化がまず温冷熱環
境の影響によるものかどうかを判定することにより、温冷熱環境の影響と体調の影響とを
判別し、ユーザの状態を確実に改善するための機器制御を実現する、機器制御装置を提供
することもできる。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】図１は、従来の体調判別装置の構成を示すブロック図である。
【図２】図２は、体動の影響を含む脈波波形を示す図である。
【図３】図３は、温冷感の変化の影響を含む脈波波形を示す図である。
【図４】図４は、特許文献２に記載の従来の方法に従って、図２に示す脈波波形を１階微
分した速度脈波のピーク値と、図３に示す脈波波形を１階微分した速度脈波のピーク値と
のそれぞれの分散を求めたグラフを示す図である。
【図５】図５は、体動の影響を含む脈波の速度脈波波形を示す図である。
【図６】図６は、温冷感の変化の影響を含む脈波の速度脈波波形を示す図である。
【図７】図７は、本発明の実施の形態１における機器制御装置の構成を示すブロック図で
ある。
【図８】図８は、生体信号計測部の詳細な構成を示すブロック図である。
【図９】図９は、図５に示す体動の影響を含む速度脈波データと、図６に示す温冷感の変
化の影響を含む速度脈波データとから、それぞれ所定の時間範囲ごとに抽出した速度脈波
の最大値と最小値の比（最小値／最大値）を示すグラフである。
【図１０】図１０は、図５に示す体動の影響を含む速度脈波データと図６に示す温冷感の
変化の影響を含む速度脈波データとから、それぞれ所定の時間範囲ごとに抽出した速度脈
波の最大値と最小値の比（最小値／最大値）の分散を示すグラフである。
【図１１】図１１は、本発明の実施の形態１における機器制御装置が実行する処理のフロ
ーチャートである。
【図１２】図１２は、本発明の実施の形態１における変化要因判定部が実行する処理のフ
ローチャートである。
【図１３】図１３は、本発明の実施の形態１における変化要因判定部が保持する脈波振幅
の変化要因を判定する際に用いるデータテーブルを示す図である。
【図１４】図１４は、環境温度を変化させた際の温冷感と疲労度の変化を示すグラフであ
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る。
【図１５】図１５は、温冷感の反応時間と疲労度の反応時間とを示す図である。
【図１６】図１６は、温冷感と疲労度とを区別するための起点変化時間のしきい値につい
て説明するための図である。
【図１７】図１７は、生体信号計測部が実行する処理のフローチャートである。
【図１８】図１８は、速度脈波の時間的な変化を示す波形図である。
【図１９】図１９は、ノイズ区間の開始位置について説明するための図である。
【図２０】図２０は、ノイズ区間の終了位置について説明するための図である。
【図２１】図２１は、脈波データのノイズ除去について説明するための図である。図２１
（ａ）は、ノイズ除去前の加速度脈波の第１波であるａ波の振幅値の時間変化を示すグラ
フであり、図２１（ｂ）は、ノイズ除去後の加速度脈波のａ波の振幅値の時間変化を示す
グラフである。
【図２２】図２２は、加速度脈波の波形の一例を示す図である。
【図２３】図２３は、本発明の実施の形態２における機器制御装置の構成を示すブロック
図である。
【図２４】図２４は、本発明の実施の形態２における機器制御装置が実行する処理のフロ
ーチャートである。
【図２５】図２５は、本発明の実施の形態２における変化要因判定部が実行する処理のフ
ローチャートである。
【図２６】図２６は、本発明の実施の形態２における変化要因判定部が保持する脈波振幅
の変化要因を判定する際に用いるデータテーブルを示す図である。
【図２７】図２７は、温冷感と疲労度とを区別するための温度起点変化量のしきい値につ
いて説明するための図である。
【図２８】図２８は、本発明の実施の形態３における機器制御装置の構成を示すブロック
図である。
【図２９】図２９は、本発明の実施の形態３における機器制御装置が実行する処理のフロ
ーチャートである。
【図３０】図３０は、本発明の実施の形態３における変化要因判定部が実行する処理のフ
ローチャートである。
【図３１】図３１は、本発明の実施の形態３における変化要因判定部が保持する脈波振幅
の変化要因を判定する際に用いるデータテーブルを示す図である。
【図３２】図３２は、本発明の実施の形態４における機器制御装置の構成を示すブロック
図である。
【図３３】図３３は、本発明の実施の形態４における生体信号計測部の詳細な構成を示す
ブロック図である。
【図３４】図３４は、本発明の実施の形態４における機器制御装置が実行する処理のフロ
ーチャートである。
【図３５】図３５は、本発明の実施の形態４における変化要因判定部が実行する処理のフ
ローチャートである。
【図３６】図３６は、本発明の実施の形態４における変化要因判定部が保持する脈波振幅
の変化要因を判定する際に用いるデータテーブルを示す図である。
【図３７】図３７は、温冷感と疲労度とを区別するためのハンドル操作データ量のしきい
値について説明するための図である。
【図３８】図３８は、本発明の実施の形態４における温冷感関連機器制御部が実行する処
理のフローチャートである。
【図３９】図３９は、本発明の実施の形態４における疲労関連機器制御部が実行する処理
のフローチャートである。
【図４０】図４０は、本発明の実施の形態５における機器制御装置の構成を示すブロック
図である。
【図４１】図４１は、本発明の実施の形態５における機器制御装置が実行する処理のフロ
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ーチャートである。
【図４２】図４２は、本発明の実施の形態５における変化要因判定部が実行する処理のフ
ローチャートである。
【図４３】図４３は、生体信号計測部の他の構成を示すブロック図である。
【図４４】図４４は、本発明の実施の形態５における生体信号計測部が実行する処理のフ
ローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　以下、図面を参照しながら本発明の実施の形態について説明する。
【００３５】
　（実施の形態１）
　図７は、本発明の実施の形態１における機器制御装置の構成を示すブロック図である。
図７に示す機器制御装置は、例えば、公知のコンピュータから構成され、生体信号計測部
１０１、パラメータ抽出部１０２、判定部１２０および制御部１３０を含む。これらの各
処理部は、本実施の形態に従った機器制御プログラムがインストールされたコンピュータ
のＣＰＵが当該プログラムを実行することにより実現される。
【００３６】
　生体信号計測部１０１は、ここでは、公知のトランデューサー等により検出されたユー
ザの指尖脈波を所定のサンプリング周期でサンプリングして、脈波データを時系列的に取
得する。パラメータ抽出部１０２は、脈波データから得られる脈波波形の振幅を、脈波を
評価するパラメータ値として抽出して蓄積する。
【００３７】
　判定部１２０は、パラメータ抽出部１０２で抽出されたパラメータ値を用いて、脈波デ
ータの変化の要因を判定する処理部であり、パラメータ変化量算出部１０３、パラメータ
変化時間算出部１０４および変化要因判定部１０５を含む。
【００３８】
　パラメータ変化量算出部１０３は、パラメータ抽出部１０２により抽出された脈波振幅
の時系列データにおける、あらかじめ定められた起点時刻における値と現在時刻における
値との差分を起点変化量として算出し、また前回の計測時刻における値と現在時刻におけ
る値との差分を前回変化量として算出し、変化要因判定部１０５へ出力する。
【００３９】
　パラメータ変化時間算出部１０４は、パラメータ抽出部１０２により抽出された脈波振
幅における、あらかじめ定められた起点時刻から現在時刻までの経過時間を起点変化時間
として算出し、変化要因判定部１０５へ出力する。
【００４０】
　変化要因判定部１０５は、パラメータ変化量算出部１０３により算出された起点変化量
および前回変化量と、パラメータ変化時間算出部１０４により算出された起点変化時間と
から、脈波振幅が変化した要因（たとえば、温冷感や体調の影響など）を判定し、判定し
た要因に基づいて、後述する状態推定部１０６に含まれる温冷感推定部１０８および体調
推定部１０９の中から適切な推定部を選択し、選択した推定部へ状態を推定する際の情報
となる起点変化量を出力する。
【００４１】
　制御部１３０は、変化要因判定部１０５における判定結果に基づいて、機器制御を行な
う処理部であり、状態推定部１０６と、機器制御部１０７とを含む。
【００４２】
　状態推定部１０６は、ここでは、脈波振幅の起点変化量からユーザの温冷感を推定する
温冷感推定部１０８と、同じく脈波振幅の起点変化量からユーザの体調を推定する体調推
定部１０９とから構成されるものとする。温冷感推定部１０８は、変化要因判定部１０５
から出力された起点変化量に基づいてユーザの温冷感を推定し、推定結果を機器制御部１
０７へ出力する。体調推定部１０９は、同じく変化要因判定部１０５から出力された起点
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【００４３】
　温冷感には、暑い、寒いという感覚以外にも、それらを自覚する以前の生体変化におけ
る兆候をも含む。
【００４４】
　ここで、変化要因判定部１０５は温冷感を推定する際の情報として起点変化量を出力し
、温冷感推定部１０８は起点変化量に基づいてユーザの温冷感を推定しているが、変化要
因判定部１０５が温冷感を推定する際の情報として前回変化量を出力し、温冷感推定部１
０８が前回変化量に基づいてユーザの温冷感を推定するものとしてもよい。
【００４５】
　機器制御部１０７は、温冷感推定部１０８により推定された温冷感、または体調推定部
１０９により推定された体調に基づいてユーザの温冷感または体調の推定結果をユーザへ
報知する機器制御を行う、またはユーザの温冷感もしくは体調を改善するための機器制御
を行う。
【００４６】
　図８は、生体信号計測部１０１の詳細な構成を示すブロック図である。生体信号計測部
１０１には、脈波センサ１が接続されているものとする。
【００４７】
　脈波センサ１は、発光素子と受光素子を備える公知の透過型光学式センサであり、指尖
部に装着して脈波を計測するものである。
【００４８】
　生体信号計測部１０１は、脈波検出部１０１１と、脈波微分部１０１２と、成分抽出部
１０１３と、成分比算出部１０１４と、成分比保持部１０１５と、分散値算出部１０１６
と、判定部１０１７と、ノイズ区間除去部１０１８と、蓄積部１０１９とを含む。
【００４９】
　脈波検出部１０１１は、脈波センサ１からの出力信号を脈波として検出する。脈波微分
部１０１２は、脈波検出部１０１１において検出された脈波を１階微分して速度脈波を求
める。成分抽出部１０１３は、脈波微分部１０１２で求められた速度脈波の所定の時間範
囲内における最大値と最小値を抽出する。成分比算出部１０１４は、成分抽出部１０１３
で抽出された速度脈波の最小値を最大値で除した成分比を算出する。
【００５０】
　成分比保持部１０１５は、成分比算出部１０１４で算出された成分比を保持する。分散
値算出部１０１６は成分比保持部１０１５で保持されている複数の成分比の分散値を算出
する。分散値は、標本分散値のことをいい、ここでは、以下の式を用いて算出されるもの
とする。
【００５１】
【数１】

【００５２】
　なお、無限桁が計算できる場合には、以下の式を代用して、分散値を算出してもよい。
【００５３】
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【数２】

【００５４】
　判定部１０１７は、分散値算出部１０１６で算出された複数の成分比の分散値から、脈
波にノイズが含まれているか否かを判定する。
【００５５】
　ノイズ区間除去部１０１８は、ノイズ区間の脈波を除去する。蓄積部１０１９は、ノイ
ズ区間の脈波が除去された脈波のデータを蓄積する。
【００５６】
　図９では、図５に示す体動の影響を含む速度脈波データ（区間Ａおよび区間Ｂが体動の
影響を受けた区間）から所定の時間範囲毎に抽出した速度脈波の最大値と最小値の比（最
小値／最大値）のグラフを実線で示し、図６に示す温冷感の変化の影響を含む速度脈波デ
ータ（区間Ｃが温冷感の変化の影響を受けた区間）から所定の時間範囲ごとに抽出した速
度脈波の最大値と最小値の比（最小値／最大値）のグラフを破線で示す。ここで、本発明
者らは、図９に示すように、体動の影響を受けた区間Ａおよび区間Ｂでは速度脈波の最大
値と最小値の比が大きく変化し、温冷感の変化の影響を受けた区間Ｃでは速度脈波の最大
値と最小値の比の変化が小さいということを見出した。したがって、速度脈波の最大値と
最小値の比を用いることにより、体動の影響によるノイズと温冷感の変化によって生じた
脈波の変化との識別が可能となる。
【００５７】
　図１０では、図５に示す体動の影響を含む速度脈波データ（区間Ａおよび区間Ｂが体動
の影響を受けた区間）から所定の時間範囲ごとに抽出した速度脈波の最大値と最小値の比
（最小値／最大値）の分散値のグラフを実線で示し、図６に示す温冷感の変化の影響を含
む速度脈波データ（区間Ｃが温冷感の変化の影響を受けた区間）から所定の時間範囲ごと
に抽出した速度脈波の最大値と最小値の比（最小値／最大値）の分散値のグラフを破線で
示す。ここで、本発明者らは、図１０に示すように、体動の影響を受けた区間Ａおよび区
間Ｂでは速度脈波の最大値と最小値の比の分散が大きく変化し、温冷感の変化の影響を受
けた区間Ｃでは速度脈波の最大値と最小値の比の分散の変化が小さいということを見出し
た。したがって、速度脈波の最大値と最小値の比の分散を用いることにより、体動の影響
によるノイズと温冷感の変化によって生じた脈波の変化との識別が可能となる。
【００５８】
　次に、実施の形態１に係る機器制御装置が実行する処理について説明する。
【００５９】
　図１１は、本発明の実施の形態１における機器制御装置が実行する処理のフローチャー
トである。
【００６０】
　生体信号計測部１０１は脈波の時系列データを計測して蓄積する（Ｓ１）。この処理（
Ｓ１）の詳細については後述する。
【００６１】
　パラメータ抽出部１０２は、生体信号計測部１０１で計測した脈波の時系列データから
一定時間ごとに脈波振幅を抽出して蓄積する（Ｓ２）。
【００６２】
　パラメータ変化量算出部１０３は、パラメータ抽出部１０２により抽出された脈波振幅
の時系列データにおける、あらかじめ定められた起点時刻における値と現在時刻における
値の差分を起点変化量として算出する。また、パラメータ変化量算出部１０３は、前回の
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計測時刻における値と現在時刻における値の差分を前回変化量として算出する。パラメー
タ変化量算出部１０３は、算出した起点変化量と前回変化量を変化要因判定部１０５へ出
力する（Ｓ３）。
【００６３】
　一方、パラメータ変化時間算出部１０４は、パラメータ抽出部１０２により抽出された
脈波振幅の時系列データにおける、あらかじめ定められた起点時刻から現在時刻までの経
過時間を起点変化時間として算出し、起点変化時間を変化要因判定部１０５へ出力する（
Ｓ４）。
【００６４】
　変化要因判定部１０５は、パラメータ変化量算出部１０３から出力された起点変化量お
よび前回変化量と、パラメータ変化時間算出部１０４から出力された起点変化時間とから
、脈波振幅が変化した要因を判定する（Ｓ５）。変化の要因が温冷感の変化によるもので
あると判定した場合には（Ｓ５でＹＥＳ）、変化要因判定部１０５は、温冷感推定部１０
８へ温冷感を推定する際の情報となる起点変化量を出力する。変化の要因が体調の変化に
よるものであると判定した場合には（Ｓ５でＮＯ）、変化要因判定部１０５は、体調推定
部１０９へ体調を推定する際の情報となる起点変化量を出力する。判定処理（Ｓ５）の詳
細については後述する。
【００６５】
　温冷感推定部１０８は、変化要因判定部１０５から出力された起点変化量に基づいてユ
ーザの温冷感を推定し、機器制御部１０７へ推定結果を出力する（Ｓ６）。つまり、温冷
感推定部１０８は、起点変化量の符号に基づいてユーザの温冷感を推定する。例えば、温
冷感推定部１０８は、起点変化量が正の場合には暑い方向へ変化したと推定し、負の場合
には寒い方向に変化したと推定する。換言すれば、温冷感推定部１０８は、脈波波形の脈
波振幅が増加した場合には暑い方向へ変化し、減少した場合には寒い方向に変化したと推
定していることと等価である。なお、脈波振幅を用いる以外にも、脈波波高最大値、脈波
波形を２階微分した加速度脈波（accelerated plethysmogram （略してAPG））波形の波
形成分比、加速度脈波振幅またはパルスレート、脈波間隔を周波数解析することにより得
られるパラメータの変化量に基づいて、温冷感を推定するようにしても良い。
【００６６】
　ここで、脈波間隔を周波数解析することにより得られるパラメータを用いる場合は、低
周波成分（たとえば０．０４Ｈｚ～０．１５Ｈｚ）と高周波成分（たとえば０．１５Ｈｚ
～０．４Ｈｚ）の比であるＬＦ／ＨＦを用いて、ＬＦ／ＨＦが増加した場合には、温冷感
が不快な方向に変化し、減少した場合には、快適な方向に変化したと推定してもよい。
【００６７】
　体調推定部１０９は、変化要因判定部１０５から出力された起点変化量に基づいてユー
ザの体調を推定し、機器制御部１０７へ推定結果を出力する（Ｓ７）。一例として、体調
推定部１０９が疲労度を推定する場合について説明する。例えば、体調推定部１０９は、
起点変化量が正の場合には疲労度が減少方向に変化したと推定し、負の場合には疲労度が
増加方向に変化したと推定する。換言すれば、体調推定部１０９は、脈波波形の脈波振幅
が増加した場合には疲労度が減少方向に変化したと推定し、減少した場合には疲労度が増
加方向に変化したと推定する。なお、脈波振幅を用いる以外にも、脈波波高最大値、脈波
波形を２階微分した加速度脈波波形の波形成分比、加速度脈波振幅またはパルスレート、
脈波間隔を周波数解析することにより得られるパラメータの変化量に基づいて、疲労度を
推定するようにしても良い。
【００６８】
　ここで、疲労度には、人が自覚している疲労感以外にも、人が自覚していない疲労感を
も含む。
【００６９】
　また、脈波間隔を周波数解析することにより得られるパラメータを用いる場合は、低周
波成分（たとえば０．０４Ｈｚ～０．１５Ｈｚ）と高周波成分（たとえば０．１５Ｈｚ～
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０．４Ｈｚ）の比であるＬＦ／ＨＦを用いて、ＬＦ／ＨＦが増加した場合には、疲労度が
増加方向に変化したと推定し、減少した場合には疲労度が減少方向に変化したと推定して
もよい。
【００７０】
　機器制御部１０７は、温冷感推定部１０８または体調推定部１０９から出力された推定
結果に基づいて、所定の機器を制御する（Ｓ８）。例えば、ユーザへ推定結果を報知する
機器制御を行なってもよい。また、推定結果である温冷感または体調を改善する機器制御
を行ってもよい。
【００７１】
　次に、変化要因判定部１０５における脈波振幅の変化要因の判定処理（図１１のＳ５）
の詳細について説明する。図１２は、本発明の実施の形態１における変化要因判定部１０
５が実行する処理のフローチャートである。また、図１３は、変化要因判定部１０５が保
持する脈波振幅の変化要因を判定する際に用いるデータテーブルを示す図である。以下、
図１２に示す処理を、図１３に示すデータテーブルの内容を用いて説明する。
【００７２】
　まず、変化要因判定部１０５は、パラメータ変化量算出部１０３から起点変化量と前回
変化量を取得し、パラメータ変化時間算出部１０４から起点変化時間を取得する（Ｓ９）
。変化要因判定部１０５は、起点変化量の絶対値があらかじめ定められた数値（０．１）
より大きいか否かを判定する（Ｓ１０）。起点変化量の絶対値が０．１より大きい場合は
（Ｓ１０でＹＥＳ）、変化要因判定部１０５は、前回変化量の絶対値があらかじめ定めら
れた数値（０．１）より小さいか否かを判定する（Ｓ１１）。起点変化量の絶対値が０．
１以下の場合は（Ｓ１０でＮＯ）、次に起点変化量、前回変化量および起点変化時間を取
得するまで待機し、Ｓ９以降の処理を繰り返す。
【００７３】
　前回変化量の絶対値が０．１より小さい場合は（Ｓ１１でＹＥＳ）、変化要因判定部１
０５は、起点変化時間があらかじめ定められた値（１０分）より大きいか否かを判定する
（Ｓ１３）。前回変化量の絶対値が０．１以上の場合は（Ｓ１１でＮＯ）、変化要因判定
部１０５は、図１３に示すように脈波振幅の変化した要因が温冷感の変化によるものと判
定し、温冷感を推定する際の情報となる起点変化量を、温冷感推定部１０８へ出力する（
Ｓ１２）。起点変化時間が１０分より大きい場合は（Ｓ１３でＹＥＳ）、変化要因判定部
１０５は、図１３に示すように脈波振幅の変化した要因が体調の変化によるものと判定し
、体調を推定する際の情報となる起点変化量を体調推定部１０９へ出力する（Ｓ１４）。
起点変化時間が１０分以下の場合は（Ｓ１３でＮＯ）、変化要因判定部１０５は、脈波振
幅の変化した要因が温冷感の変化によるものと判定し、温冷感を推定する際の情報となる
起点変化量を温冷感推定部１０８へ出力する（Ｓ１２）。
【００７４】
　次に、図１３に示したデータテーブルにおいて起点変化時間のしきい値を１０分とした
根拠について説明する。
【００７５】
　図１４は、環境温度を変化させた際の温冷感と疲労度の変化を示すグラフである。横軸
は時間を示し、縦軸は、温度と、温冷感および疲労度の度数とを示す。このグラフは、環
境温度を約１７℃から約３２℃の範囲で変化させた際の、１０人の被験者が感じる温冷感
および疲労度の度数の平均値を示している。温冷感の度数は－３から＋３までの範囲の値
であり、＋３が最も暑く感じるときの度数であり、－３が最も寒く感じるときの度数であ
り、暑く感じるほど度数が大きくなる。また、疲労度の度数は０から３までの範囲の値で
あり、０は全く疲労度がないときの度数であり、３が最も疲労を感じるときの度数であり
、疲労度が強いほど度数が大きくなる。
【００７６】
　環境温度は０分から２４分までの間は一定であるが、２４分から変化を開始し、５１分
の時点で最大となり、１０５分の時点で最小となる。温冷感について着目すると、２４分
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時点と比較して変化が起こるのは約３分後である（ポイント７１）。また、５１分時点と
比較して変化が起こるのは約３分後である（ポイント７２）。さらに、１０５分時点と比
較して変化が起こるのは約６分後である（ポイント７３）。同様に、疲労度について着目
すると、２４分時点と比較して変化が起こるのは約１２分後である（ポイント７４）。ま
た、５１分時点と比較して変化が起こるのは約４５分後である（ポイント７５）。さらに
、１０５分後と比較して変化が起こるのは約２４分後である（ポイント７６）。つまり、
温冷感のほうが疲労度に比べて温度の変化に対して短時間で反応する。つまり、図１５に
示すように、温冷感は、温度の変化に対しておよそ１２分以内で反応するのに対し、疲労
度は温度の変化に対しておよそ１２分以上たった後に反応する。
【００７７】
　このため、図１６に示すように起点変化時間のしきい値を６分から１２分の間に設ける
のが最も適切に温冷感と疲労度を区別することができる。このため、本実施の形態では、
起点変化時間のしきい値を１０分と定めている。
【００７８】
　次に、生体信号計測部１０１による脈波の時系列データの計測および蓄積処理（図１１
のＳ１）の詳細について説明する。図１７は、生体信号計測部１０１が実行する処理のフ
ローチャートである。
【００７９】
　脈波検出部１０１１は、脈波センサ１からの出力信号を脈波として検出する（Ｓ２０１
）。脈波微分部１０１２は、脈波検出部１０１１で検出した脈波を１階微分して速度脈波
を算出し、内部のメモリに保持する（Ｓ２０２）。
【００８０】
　次に、成分抽出部１０１３は、脈波微分部１０１２で算出した速度脈波について最大値
と最小値が抽出可能か否かを調べる（Ｓ２０３）。速度脈波の最大値と最小値が抽出でき
ない場合は（Ｓ２０３でＮＯ）、生体信号計測部１０１は、終了する条件を満たしている
（指定時間経過や終了操作がある）かを調べ（Ｓ２１３）、終了する条件を満たしている
場合は（Ｓ２１３でＹＥＳ）、ここで処理を終了する。終了する条件を満たしていない場
合は（Ｓ２１３でＮＯ）、脈波検出部１０１１は、脈波の検出処理（Ｓ２０１）を継続す
る。一方、速度脈波の最大値と最小値が抽出可能である場合は（Ｓ２０３でＹＥＳ）、成
分抽出部１０１３は、所定の時間範囲における速度脈波の最大値と最小値を抽出する（Ｓ
２０４）。
【００８１】
　ここで、図１８の速度脈波の時間的な変化を示す波形図を用いて、成分抽出部１０１３
による最大値および最小値の抽出処理（Ｓ２０４）について説明する。図１８の波形図に
おいて、横軸は時間を、縦軸は速度脈波の大きさをそれぞれ示している。
【００８２】
　成分抽出部１０１３では、速度脈波の所定の時間範囲（図１８でのＴ１）において最大
の波高値（図１８でのＵ（ｎ））を速度脈波の最大値として抽出する。また、成分抽出部
１０１３は、最大値を抽出したポイント（図１８でのＵ（ｎ））よりも時系列的に後ろに
ある範囲（図１８でのＴ２）で最小の波高値（図１８でのＳ（ｎ））を速度脈波の最小値
として抽出する。なお、所定の時間範囲（図１８でのＴ１）は、例えば、１分間の脈拍数
を６０としたときの１拍分に相当する時間範囲に設定してもよいし、直前に算出した２つ
の最大値の位置の間隔（図１８でのＴ３）へと動的に変更させるようにしてもよい。また
、複数の最大値の位置の間隔の平均値を求め、その値へと動的に変更させるようにしても
よい。また、速度脈波の最大値と最小値が抽出可能か否かの判定処理（Ｓ２０３）は、所
定の範囲（図１８でのＴ１）に相当するデータ数分の速度脈波が算出されているか否かに
よって行う。
【００８３】
　次に、成分比算出部１０１４は、成分抽出部１０１３で抽出された最小値を最大値で除
することにより成分比を算出する（Ｓ２０５）。成分比保持部１０１５は、成分比算出部
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１０１４で算出した成分比を保持する（Ｓ２０６）。
【００８４】
　次に、分散値算出部１０１６は、成分比保持部１０１５で保持する成分比について分散
値が算出可能かを調べる（Ｓ２０７）。成分比の分散値が算出可能でない場合は（Ｓ２０
７でＮＯ）、生体信号計測部１０１は、終了する条件を満たしているか否かを調べる（Ｓ
２１３）。終了する条件を満たしている場合は（Ｓ２１３でＹＥＳ）、ここで処理を終了
し、満たしていない場合は（Ｓ２１３でＮＯ）、脈波検出部１０１１が、脈波の検出処理
（Ｓ２０１）を継続する。
【００８５】
　一方、成分比の分散値が算出可能である場合は（Ｓ２０７でＹＥＳ）、分散値算出部１
０１６が、成分比の分散値を示す指標として、成分比の分散値を算出する（Ｓ２０８）。
ここで、ｉ番目に算出した成分比をＦ（ｉ）、分散値を求める際に用いる成分比Ｆの個数
をｋ個とすると、ｎ番目の分散値はＦ（ｎ）からＦ（ｎ＋ｋ）までの成分比を用いて算出
し、ｎ＋１番目の分散値は計算に用いる成分比を１つずらして、Ｆ（ｎ＋１）からＦ（ｋ
＋ｎ＋１）までの成分比を用いて算出する。なお、１つずらすのではなくｋ個ずらして分
散値を算出するようにしてもかまわない。また、Ｓ２０７での算出可能か否かの判定は、
分散値を計算するのに必要な数の成分比が成分比保持部１０１５に保持されているか否か
によって行う。
【００８６】
　次に、判定部１０１７は、分散値算出部１０１６で算出された分散値所定の分散値範囲
内（例えば、０．００～０．０１）に属するか否かを判定する（Ｓ２０９）。ここで、分
散値が所定の分散値範囲内に属する場合（Ｓ２０９でＹＥＳ）、判定部１０１７は、検出
した脈波にはノイズが含まれていないと判断して、ノイズ区間除去部１０１８が、ノイズ
除去をすることなく、脈波を示すデータを蓄積部１０１９に出力する（Ｓ２１０）。
【００８７】
　一方、分散値が所定の分散値範囲内に属さない場合は（Ｓ２０９でＮＯ）、判定部１０
１７は、検出した脈波にはノイズが含まれていると判断し、ノイズ区間除去部１０１８は
、ノイズ区間の脈波を除去することにより、ノイズ除去が行われた後の脈波を示すデータ
を蓄積部１０１９に出力する（Ｓ２１１）。
【００８８】
　蓄積部１０１９は、ノイズ区間除去部１０１８から出力された脈波データを蓄積する（
Ｓ２１２）。
【００８９】
　生体信号計測部１０１は、終了する条件を満たしているか否かを調べる（Ｓ２１３）。
終了する条件を満たしている場合は（Ｓ２１３でＹＥＳ）、ここで処理を終了し、満たし
ていない場合は（Ｓ２１３でＮＯ）、脈波検出部１０１１が、脈波の検出処理（Ｓ２０１
）を継続する。
【００９０】
　次に、ノイズ区間除去部１０１８によるノイズ除去処理（Ｓ２１１）について説明する
。図１９は、ノイズ区間の開始位置について説明するための図であり、図２０は、ノイズ
区間の終了位置について説明するための図である。
【００９１】
　図１９および図２０の各々は、速度脈波の波形を示すグラフであり、横軸が時間を示し
、縦軸が速度脈波の値を示す。例えば、図１９に示すように、分散値算出部１０１６は、
時間的に連続する時間区間１００１、１００２および１００３においてそれぞれ分散値を
算出したとする。また、各時間区間においては、３つの時間的に連続する成分比から分散
値を計算するものとする。このとき、時間区間１００１および１００２においては分散値
が所定の分散値範囲内に収まっているものとし、時間区間１００３において分散値が所定
の分散値範囲に収まっていないものとする。この場合、ノイズ区間除去部１０１８は、時
間区間１００３に含まれる３つの成分比のうち、例えば、２つ目の成分比の位置（同図で
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は、対応する速度脈波の位置を示している。）をノイズ区間の開始位置とする。
【００９２】
　また、図２０に示すように、分散値算出部１０１６は、時間的に連続する時間区間１０
０４および１００５においてそれぞれ分散値を算出したとする。また、各時間区間におい
ては、３つの時間的に連続する成分比から分散値を計算するものとする。このとき、時間
区間１００４においては分散値が所定の分散値範囲内に収まっていないものとし、時間区
間１００５においては分散値が所定の分散値範囲内に収まっているものとする。また、時
間区間１００４よりも前の時間区間においては分散値が所定の範囲内に収まっていないも
のとする。この場合、ノイズ区間除去部１０１８は、時間区間１００５に含まれる３つの
成分比のうち、例えば、２つ目の成分比の位置（同図では、対応する速度脈波の位置を示
している。）をノイズ区間の終了位置とする。
【００９３】
　なお、ノイズ区間の開始位置および終了位置の決定方法はこれに限定されるものではな
く、例えば、分散値が所定の分散値範囲に収まっていないと判断された時間区間の先頭の
成分比の位置または３番目の成分比の位置をノイズ区間の開始位置とするものであっても
よい。また、分散値が所定の分散値範囲に収まっていると判断された時間区間の先頭の成
分比の位置または３番目の成分比の位置をノイズ区間の終了位置と判断するものであって
もよい。さらに、分散値を計算するのに用いられる成分比の個数は３個に限定されるもの
ではなく、それ以外の個数であってもよい。
【００９４】
　図２１は、脈波データのノイズ除去について説明するための図である。図２１（ａ）は
、ノイズ除去前の加速度脈波の第１波であるａ波（後述）の振幅値の時間変化を示すグラ
フであり、図２１（ｂ）は、ノイズ除去後の加速度脈波のａ波の振幅値の時間変化を示す
グラフである。各グラフは、横軸が時間を示し、縦軸が加速度脈波のａ波の振幅値を示し
ている。
【００９５】
　ここでは、自動車の運転者の脈波を計測しているものとする。図２１（ａ）に示す区間
１２０１～１２０６において、それぞれ体動の原因となるハンドル操作が行なわれたもの
とする。同図には、ハンドル操作時の最高到達加速度（ｘｙ２軸合力）が示されており、
例えば、区間１２０１における最高到達加速度は１３２ｍＧである。このような体動があ
る場合に、ａ波の振幅値はばらつく。これに伴い、成分比もばらつく。したがって、図２
１（ｂ）に示すように、区間１２０１、１２０２および１２０４～１２０６にそれぞれ対
応する区間１２１１、１２１２および１２１４～１２１６においてノイズ除去が行われて
いる。なお、区間１２０３におけるａ波の振幅値の分散値（成分比の分散値）は、他の区
間における分散値に比べて小さいため、区間１２０３に対応する区間１２１３はノイズ区
間とはみなされず、ノイズ除去が行われていない。なお、図２１に示す例では、加速度脈
波のａ波の振幅値の時間変化を示しているが、脈波データについても同位置においても同
様にノイズ除去が行われる。
【００９６】
　なお、図２１が示すように、ノイズ区間の直後は血流の戻りにある程度の時間がかかる
ことより、ノイズ区間の終了位置を数秒～１０秒程度後ろへずらしてノイズ除去を実行し
てもよい。
【００９７】
　次に、加速度脈波のａ波について説明する。図２２は、加速度脈波の波形の一例を示す
図である。加速度脈波は、ａ波、ｂ波、ｃ波、ｄ波およびｅ波から構成される。ａ波の頂
点Ａは指尖容積脈波（plethysmogram（略してPTG））拡張期波の始まりと一致するので頂
点Ａから頂点Ｅまでの所要時間は心臓の収縮時間軸長さと一致するようになる。ａ波は、
基線に対して上に凸となる陽性波であり、ｂ波は、基線に対して下に凸となる陰性波であ
り、ｃ波、ｄ波およびｅ波はそれぞれ生理状態によって陽性波になったり陰性波になった
り変化する要素波であり、ユーザの年齢と強い相関を有する。
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【００９８】
　以上説明したような方法に従い、パラメータ抽出部１０２においてノイズが除去された
パラメータ値が抽出される。パラメータ変化量算出部１０３は、ノイズが除去されたパラ
メータ値に基づいて、起点変化量および前回変化量を算出する。例えば、起点時刻と現在
時刻におけるパラメータ値が求められている場合にのみ起点変化量を求め、前回の継続時
刻におけるパラメータ値と現在時刻におけるパラメータ値とが求められている場合にのみ
前回変化量を求めるようにしてもよい。また、起点時刻と現在時刻との間のパラメータ値
の計測時刻において、所定の割合（例えば５０％）以上のパラメータ値が求められている
場合にのみ起点変化量を算出し、それ以外の場合には起点変化量を算出しないようにして
もよい。
【００９９】
　以上説明したように実施の形態１に係る機器制御装置によれば、ユーザの脈波が変化し
た際に、脈波の変化量に加え、変化にかかる時間を考慮することで、脈波が変化した要因
を判定することができる。つまり、脈波の変化の要因が温冷感変化によるものであるのか
、または体調変化によるものであるのかを識別することができる。また、変化の要因に基
づいて、ユーザの温冷感の推定または体調の推定を行うことができる。このため、ユーザ
の脈波を取得してその情報を機器制御へフィードバックするシステムにおいて、誤った状
態推定結果に基づく機器制御をすることがなくなり、ユーザの状態を確実に提示したり、
ユーザの状態を改善するための機器制御を行なったりすることができる。
【０１００】
　また、本実施の形態においては、所定の時間範囲における速度脈波の最大値と最小値か
ら成分比の分散値を算出し、その分散値が所定の分散値範囲に属するか否かの判定を行う
ことにより、体動の影響によるノイズと温冷感の変化によって生じた脈波の変化との識別
を行うことができる。
【０１０１】
　（実施の形態２）
　以下、本発明の実施の形態２に係る機器制御装置について説明する。実施の形態１の機
器制御装置と同一の構成については、同一の参照符号を付す。その機能および名称も同一
であるため、その詳細な説明はここでは繰り返さない。
【０１０２】
　図２３は、本発明の実施の形態２における機器制御装置の構成を示すブロック図である
。図２３に示す機器制御装置は、例えば、公知のコンピュータから構成され、生体信号計
測部１０１、パラメータ抽出部１０２、判定部５２０および制御部１３０を含む。これら
の各処理部は、本実施の形態に従った機器制御プログラムがインストールされたコンピュ
ータのＣＰＵが当該プログラムを実行することにより実現される。
【０１０３】
　判定部５２０は、パラメータ抽出部１０２で抽出されたパラメータ値を用いて、脈波デ
ータの変化の要因を判定する処理部であり、パラメータ変化量算出部１０３、環境温度計
測部５０４、温度起点変化量算出部５０５および変化要因判定部５０６を含む。
【０１０４】
　環境温度計測部５０４は、環境温度データを計測して蓄積する。温度起点変化量算出部
５０５は、環境温度計測部５０４により計測された環境温度データにおける、あらかじめ
定められた起点時刻における値と現在時刻における値との差分を温度起点変化量として算
出し、変化要因判定部５０６へ出力する。
【０１０５】
　変化要因判定部５０６は、パラメータ変化量算出部１０３により算出された起点変化量
と、温度起点変化量算出部５０５により算出された温度起点変化量とから、脈波振幅が変
化した要因（たとえば、温冷感や体調の影響など）を判定し、判定した要因に基づいて、
状態推定部１０６に含まれる温冷感推定部１０８および体調推定部１０９の中から適切な
推定部を選択し、選択した推定部へ状態を推定する際の情報となる起点変化量を出力する
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。
【０１０６】
　次に、実施の形態２に係る機器制御装置が実行する処理について説明する。
【０１０７】
　図２４は、本発明の実施の形態２における機器制御装置が実行する処理のフローチャー
トである。
【０１０８】
　機器制御装置は、実施の形態１と同様にＳ１～Ｓ３の処理を実行する。
【０１０９】
　一方、温度起点変化量算出部５０５は、環境温度計測部５０４により抽出された環境温
度データにおける、あらかじめ定められた起点時刻における値と現在時刻における値の差
分を温度起点変化量として算出し、変化要因判定部５０６へ出力する（Ｓ１８）。
【０１１０】
　変化要因判定部５０６は、パラメータ変化量算出部１０３で算出された起点変化量と、
温度起点変化量算出部５０５から出力された温度起点変化量とから、脈波振幅が変化した
要因を判定する（Ｓ１９）。変化の要因が温冷感の変化によるものであると判定した場合
には（Ｓ１９でＹＥＳ）、変化要因判定部５０６は、温冷感推定部１０８へ温冷感を推定
する際の情報となる起点変化量を出力する。変化の要因が体調の変化によるものであると
判定した場合には（Ｓ１９でＮＯ）、変化要因判定部５０６は、体調推定部１０９へ体調
を推定する際の情報となる起点変化量を出力する。判定処理（Ｓ１９）の詳細については
後述する。
【０１１１】
　その後、機器制御装置は、実施の形態１と同様にＳ６～Ｓ８の処理を実行し、機器制御
を行なう。
【０１１２】
　次に、変化要因判定部５０６における脈波振幅の変化要因の判定処理（図２４のＳ１９
）の詳細について説明する。図２５は、本発明の実施の形態２における変化要因判定部５
０６が実行する処理のフローチャートである。また、図２６は、変化要因判定部５０６が
保持する脈波振幅の変化要因を判定する際に用いるデータテーブルを示す図である。以下
、図２５に示す処理を、図２６に示すデータテーブルの内容を用いて説明する。
【０１１３】
　まず、変化要因判定部５０６は、パラメータ変化量算出部１０３から起点変化量を取得
し、温度起点変化量算出部５０５から温度起点変化量を取得する（Ｓ２３）。変化要因判
定部５０６は、起点変化量の絶対値があらかじめ定められた数値（０．１）より大きいか
否かを判定する（Ｓ２４）。起点変化量の絶対値が０．１より大きい場合は（Ｓ２４でＹ
ＥＳ）、変化要因判定部５０６は、温度起点変化量の絶対値があらかじめ定められた数値
（３℃）より大きいか否かを判定する（Ｓ２５）。起点変化量の絶対値が０．１以下の場
合は（Ｓ２４でＮＯ）、次に起点変化量および温度起点変化量を取得するまで待機し、Ｓ
２３以降の処理を繰り返す。
【０１１４】
　温度起点変化量の絶対値が３℃より大きい場合は（Ｓ２５でＹＥＳ）、変化要因判定部
５０６は、図２６に示すように脈波振幅の変化した要因が温冷感の変化によるものと判定
し、温冷感を推定する際の情報となる起点変化量を温冷感推定部１０８へ出力する（Ｓ１
２）。温度起点変化量の絶対値が３℃以下の場合は（Ｓ２５でＮＯ）、変化要因判定部５
０６は、図２６に示すように脈波振幅の変化した要因が体調の変化によるものと判定し、
体調を推定する際の情報となる起点変化量を体調推定部１０９へ出力する（Ｓ１４）。
【０１１５】
　次に、図２６に示したデータテーブルにおいて温度起点変化量のしきい値を３℃とした
根拠について、図１４に示したグラフを用いて説明する。
【０１１６】
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　例えば、２４分時点の温冷感と比較して、ポイント７１において温冷感が初めて大きく
変化している。２４分時点の温度からポイント７１の時刻における温度への変化量はおよ
そ０．５℃である。一方、２４分時点の疲労度と比較して、ポイント７４において疲労度
が初めて大きく変化している。２４分時点の温度からポイント７４の時刻における温度へ
の変化量はおよそ３．６℃である。つまり、温冷感のほうが疲労度に比べて温度の変化に
対して敏感に反応し、その境界は０．５℃から３．６℃の間にあると考えられる。
【０１１７】
　このため、図２７に示すように、温度起点変化量のしきい値を１℃から３℃の間に設け
るのが最も適切に温冷感と疲労度を区別することができる。このため、本実施の形態では
、温度起点変化量のしきい値を３℃と定めている。
【０１１８】
　以上説明したように実施の形態２に係る機器制御装置によれば、ユーザの脈波が変化し
た際に、脈波の変化量に加え、環境温度の変化量を考慮することで、脈波が変化した要因
を判定することができる。つまり、脈波の変化の要因が温冷感変化によるものであるのか
、または体調変化によるものであるのかを識別することができる。また、変化の要因に基
づいて、ユーザの温冷感の推定または体調の推定を行うことができる。このため、ユーザ
の脈波を取得してその情報を機器制御へフィードバックするシステムにおいて、誤った状
態推定結果に基づく機器制御をすることがなくなり、ユーザの状態を確実に提示したり、
ユーザの状態を改善するための機器制御を行なったりすることができる。
【０１１９】
　（実施の形態３）
　以下、本発明の実施の形態３に係る機器制御装置について説明する。実施の形態１の機
器制御装置と同一の構成については、同一の参照符号を付す。その機能および名称も同一
であるため、その詳細な説明はここでは繰り返さない。
【０１２０】
　図２８は、本発明の実施の形態３における機器制御装置の構成を示すブロック図である
。図２８に示す機器制御装置は、例えば、公知のコンピュータから構成され、生体信号計
測部１０１、パラメータ抽出部１０２、判定部９２０および制御部１３０を含む。これら
の各処理部は、本実施の形態に従った機器制御プログラムがインストールされたコンピュ
ータのＣＰＵが当該プログラムを実行することにより実現される。
【０１２１】
　判定部９２０は、パラメータ抽出部１０２で抽出されたパラメータ値を用いて、脈波デ
ータの変化の要因を判定する処理部であり、パラメータ変化量算出部１０３、パラメータ
変化量積分部９０４および変化要因判定部９０５を含む。
【０１２２】
　パラメータ変化量積分部９０４は、パラメータ抽出部１０２により抽出された脈波振幅
の時系列データにおける、あらかじめ定められた起点時刻から現在時刻までの変化量の積
分値を起点変化量積分値として算出し、変化要因判定部９０５へ出力する。
【０１２３】
　変化要因判定部９０５は、パラメータ変化量算出部１０３により算出された起点変化量
と、パラメータ変化量積分部９０４により算出された起点変化量積分値とから、脈波振幅
が変化した要因（たとえば、温冷感や体調の影響など）を判定し、判定した要因に基づい
て、状態推定部１０６に含まれる温冷感推定部１０８および体調推定部１０９の中から適
切な推定部を選択し、選択した推定部へ状態を推定する際の情報となる起点変化量を出力
する。
【０１２４】
　次に、実施の形態３に係る機器制御装置が実行する処理について説明する。
【０１２５】
　図２９は、本発明の実施の形態３における機器制御装置が実行する処理のフローチャー
トである。
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【０１２６】
　機器制御装置は、実施の形態１と同様にＳ１～Ｓ３の処理を実行する。
【０１２７】
　一方、パラメータ変化量積分部９０４は、パラメータ抽出部１０２により抽出された脈
波振幅の時系列データにおける、あらかじめ定められた起点時刻から現在時刻までの変化
量の積分値を起点変化量積分値として算出し、変化要因判定部９０５へ出力する（Ｓ３１
）。
【０１２８】
　変化要因判定部９０５は、パラメータ変化量算出部１０３から出力された起点変化量と
、パラメータ変化量積分部９０４から出力された起点変化量積分値とから、脈波振幅が変
化した要因を判定する（Ｓ３２）。変化の要因が温冷感の変化によるものであると判定し
た場合には（Ｓ３２でＹＥＳ）、変化要因判定部９０５は、温冷感推定部１０８へ温冷感
を推定する際の情報となる起点変化量を出力する。変化の要因が体調の変化によるもので
あると判定した場合には（Ｓ３２でＮＯ）、変化要因判定部９０５は、体調推定部１０９
へ体調を推定する際の情報となる起点変化量を出力する。判定処理（Ｓ３２）の詳細につ
いては後述する。
【０１２９】
　その後、機器制御装置は、実施の形態１と同様にＳ６～Ｓ８の処理を実行し、機器制御
を行なう。
【０１３０】
　次に、変化要因判定部９０５における脈波振幅の変化要因の判定処理（図２９のＳ３２
）の詳細について説明する。図３０は、本発明の実施の形態３における変化要因判定部９
０５が実行する処理のフローチャートである。また、図３１は、変化要因判定部９０５が
保持する脈波振幅の変化要因を判定する際に用いるデータテーブルを示す図である。以下
、図３０に示す処理を、図３１に示すデータテーブルの内容を用いて説明する。
【０１３１】
　まず、変化要因判定部９０５は、パラメータ変化量算出部１０３から起点変化量を取得
し、パラメータ変化量積分部９０４から起点変化量積分値を取得する（Ｓ３６）。変化要
因判定部９０５は、起点変化量の絶対値があらかじめ定められた数値（０．１）より大き
いか否かを判定する（Ｓ３７）。起点変化量の絶対値が０．１より大きい場合は（Ｓ３７
でＹＥＳ）、変化要因判定部９０５は、起点変化量積分値があらかじめ定められた数値（
１）より大きいか否かを判定する（Ｓ３８）。起点変化量の絶対値が０．１以下の場合は
（Ｓ３７でＮＯ）、次に起点変化量および起点変化量積分値を取得するまで待機し、Ｓ３
６以降の処理を繰り返す。
【０１３２】
　起点変化量積分値が１より大きい場合は（Ｓ３８でＹＥＳ）、変化要因判定部９０５は
、図３１に示すように脈波振幅の変化した要因が体調の変化によるものと判定し、体調を
推定する際の情報となる起点変化量を体調推定部１０９へ出力する（Ｓ１４）。起点変化
量積分値が１以下の場合は（Ｓ３８でＮＯ）、変化要因判定部９０５は、図３１に示すよ
うに脈波振幅の変化した要因が温冷感の変化によるものと判定し、温冷感を推定する際の
情報となる起点変化量を温冷感推定部１０８へ出力する（Ｓ１２）。
【０１３３】
　以上説明したように実施の形態３による機器制御装置によれば、ユーザの脈波が変化し
た際に、脈波の変化量に加え、変化量の積分値を考慮することで、脈波が変化した要因を
判定することができる。つまり、脈波の変化の要因が温冷感変化によるものであるのか、
または体調変化によるものであるのかを識別することができる。また、変化の要因に基づ
いて、ユーザの温冷感の推定または体調の推定を行うことができる。このため、ユーザの
脈波を取得してその情報を機器制御へフィードバックするシステムにおいて、誤った状態
推定結果に基づく機器制御をすることがなくなり、ユーザの状態を確実に提示したり、ユ
ーザの状態を改善するための機器制御を行なったりすることができる。
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【０１３４】
　（実施の形態４）
　以下、本発明の実施の形態４に係る機器制御装置について説明する。実施の形態１の機
器制御装置と同一の構成については、同一の参照符号を付す。その機能および名称も同一
であるため、その詳細な説明はここでは繰り返さない。
【０１３５】
　実施の形態４に係る機器制御装置は、車載用の機器を制御するための装置である。
【０１３６】
　図３２は、本発明の実施の形態４における機器制御装置の構成を示すブロック図である
。図３２に示す機器制御装置は、例えば、公知のコンピュータから構成され、統括制御部
１１１１、車両情報取得部１１１２、生体信号計測部１１０１、パラメータ抽出部１０２
、判定部１１２０および制御部１１３０を含む。これらの各処理部は、本実施の形態に従
った機器制御プログラムがインストールされたコンピュータのＣＰＵが当該プログラムを
実行することにより実現される。
【０１３７】
　車両情報取得部１１１２は、車両の状態に関する情報を取得する。例えば、車両情報取
得部１１１２は、車両が走行しているのか停止しているのかを示す情報、ハンドル操作加
速度などのハンドル操作に関する情報、車両の走行スピード、渋滞情報などを取得する。
【０１３８】
　統括制御部１１１１は、車両情報取得部１１１２で取得された車両の状態に関する情報
に基づいて、生体信号計測部１１０１に対して脈波データの取得の開始および終了を指示
する。例えば、統括制御部１１１１は、車両のエンジンがかけられた時に脈波データの取
得の開始を指示し、エンジンが切られたときに脈波データの取得の終了を指示するように
してもよい。
【０１３９】
　生体信号計測部１１０１は、統括制御部１１１１によって処理の開始および終了が制御
される以外は、実施の形態１に示した生体信号計測部１０１と同様である。つまり、運転
者の指尖脈波の脈波データを時系列的に取得する。
【０１４０】
　判定部１１２０は、パラメータ抽出部１０２で抽出されたパラメータ値を用いて、脈波
データの変化の要因を判定する処理部であり、パラメータ変化量算出部１０３と、変化要
因判定部１１０５とを含む。
【０１４１】
　変化要因判定部１１０５は、パラメータ変化量算出部１０３により算出された起点変化
量と、車両情報取得部１１１２で取得された車両の状態に関する情報とから、脈波振幅が
変化した要因（たとえば、温冷感や体調の影響など）を判定し、判定した要因に基づいて
、後述する状態推定部１１１６に含まれる温冷感推定部１０８および疲労推定部１１０９
の中から適切な推定部を選択し、選択した推定部へ状態を推定する際の情報となる起点変
化量を出力する。
【０１４２】
　制御部１１３０は、変化要因判定部１１０５における判定結果に基づいて、機器制御を
行なう処理部であり、状態推定部１１１６と、機器制御部１１１７とを含む。
【０１４３】
　状態推定部１１１６は、変化要因判定部１１０５より出力される脈波振幅の起点変化量
から運転者の状態を推定する処理部であり、疲労推定部１１０９と、温冷感推定部１０８
とを含む。疲労推定部１１０９は、変化要因判定部１１０５から出力された脈波振幅の起
点変化量からユーザの疲労度を推定し、推定結果を制御部１１３０の後述する疲労関連機
器制御部１１１３へ出力する。温冷感推定部１０８は、同じく変化要因判定部１１０５か
ら出力された脈波振幅の起点変化量からユーザの温冷感を推定し、推定結果を制御部１１
３０の後述する温冷感関連機器制御部１１１４へ出力する。
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【０１４４】
　機器制御部１１１７は、疲労推定部１１０９および温冷感推定部１０８における推定結
果に基づいて、車載用の機器の制御を行なう処理部であり、疲労関連機器制御部１１１３
および温冷感関連機器制御部１１１４を含む。疲労関連機器制御部１１１３は、疲労推定
部１１０９により推定された運転者の疲労度に基づいて、運転者の疲労度を改善するため
の機器制御を行なう。温冷感関連機器制御部１１１４は、温冷感推定部１０８により推定
された運転者の温冷感に基づいて、運転者の温冷感を改善するための機器制御を行なう。
【０１４５】
　図３３は、生体信号計測部１１０１の詳細な構成を示すブロック図である。生体信号計
測部１１０１には、脈波センサ１が接続されているものとする。なお、脈波センサ１は、
車両のハンドルに設けられており、ハンドルを握った状態の運転者の脈波を計測するもの
とする。
【０１４６】
　生体信号計測部１１０１は、図８に示した生体信号計測部１０１と同様の構成を有する
が、脈波検出部１０１１の代わりに脈波検出部１１２１が設けられている点が異なる。脈
波検出部１１２１は、統括制御部１１１１および脈波センサ１に接続されており、統括制
御部１１１１から脈波データの取得の開始の指示がされてから終了の指示がされるまでの
間、脈波センサ１からの出力信号を脈波として検出する。
【０１４７】
　次に、実施の形態４に係る機器制御装置が実行する処理について説明する。
【０１４８】
　図３４は、本発明の実施の形態４における機器制御装置が実行する処理のフローチャー
トである。
【０１４９】
　統括制御部１１１１は、車両情報取得部１１１２により取得された車両の状態に関する
情報に基づいて、脈波データを計測するか否かを判断する（Ｓ４１）。例えば、統括制御
部１１１１は、車両のエンジンがかけられたとの情報が車両情報取得部１１１２より取得
された場合には、脈波データを計測すると判断し、エンジンが切られたとの情報が車両情
報取得部１１１２より取得された場合には、脈波データを計測しないと判断する。脈波デ
ータを計測すると判断した場合には（Ｓ４１でＹＥＳ）、統括制御部１１１１は、生体信
号計測部１１０１に対して、脈波データの取得の開始を指示する。脈波データを計測しな
いと判断した場合には（Ｓ４１でＮＯ）、統括制御部１１１１は、生体信号計測部１１０
１に対して、脈波データの取得の終了を指示する。統括制御部１１１１が、生体信号計測
部１１０１に対して脈波データの取得の終了を指示した場合には（Ｓ４１でＮＯ）、以降
の処理を終了する。
【０１５０】
　統括制御部１１１１が、生体信号計測部１１０１に対して脈波データの取得の開始を指
示した場合には（Ｓ４１でＹＥＳ）、当該指示を受け取った生体信号計測部１１０１は、
運転者の脈波の時系列データを計測して蓄積する（Ｓ４２）。この処理（Ｓ４２）は、実
施の形態１で説明した脈波の時系列データの計測および蓄積処理（Ｓ１）と同様である。
このため、その詳細な説明は、ここでは繰り返さない。
【０１５１】
　パラメータ抽出部１０２は、生体信号計測部１１０１で計測した脈波の時系列データか
ら一定時間ごとに脈波振幅を抽出して蓄積する（Ｓ２）。
【０１５２】
　パラメータ変化量算出部１０３は、パラメータ抽出部１０２により抽出された脈波振幅
の時系列データにおける、あらかじめ定められた起点時刻における値と現在時刻における
値の差分を起点変化量として算出する。また、パラメータ変化量算出部１０３は、前回の
計測時刻における値と現在時刻における値の差分を前回変化量として算出する。パラメー
タ変化量算出部１０３は、算出した起点変化量と前回変化量を変化要因判定部１１０５へ
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出力する（Ｓ３）。
【０１５３】
　一方、車両情報取得部１１１２は、運転者のハンドル操作データを取得し、取得したハ
ンドル操作データを変化要因判定部１１０５に出力する（Ｓ４３）。つまり、車両情報取
得部１１１２は、ハンドル操作データとして、あらかじめ定められた起点時刻から現在時
刻までの間に、ハンドル操作加速度（ｘｙ２軸合力）が所定の値（例えば、１２０ｍＧ）
を越えた時間的な割合を取得し、取得した割合を変化要因判定部１１０５に出力する。
【０１５４】
　変化要因判定部１１０５は、パラメータ変化量算出部１０３から出力された起点変化量
と、車両情報取得部１１１２から出力されたハンドル操作データとから、脈波振幅が変化
した要因を判定する（Ｓ４４）。変化の要因が温冷感の変化によるものであると判定した
場合には（Ｓ４４でＹＥＳ）、変化要因判定部１１０５は、温冷感推定部１０８へ温冷感
を推定する際の情報となる起点変化量を出力する。変化の要因が疲労度の変化によるもの
であると判定した場合には（Ｓ４４でＮＯ）、変化要因判定部１１０５は、疲労推定部１
１０９へ疲労度を推定する際の情報となる起点変化量を出力する。判定処理（Ｓ４４）の
詳細については後述する。
【０１５５】
　温冷感推定部１０８は、変化要因判定部１１０５から出力された起点変化量に基づいて
ユーザの温冷感を推定し、温冷感関連機器制御部１１１４へ推定結果を出力する（Ｓ６）
。温冷感の推定の方法は、実施の形態１に示したものと同様であるため、その詳細な説明
は、ここでは繰り返さない。
【０１５６】
　温冷感関連機器制御部１１１４は、温冷感推定部１０８から出力された温冷感の推定結
果に基づいて、温冷感を改善する機器制御を行なう（Ｓ４５）。
【０１５７】
　疲労推定部１１０９は、変化要因判定部１１０５から出力された起点変化量に基づいて
ユーザの疲労度を推定し、疲労関連機器制御部１１１３へ推定結果を出力する（Ｓ４６）
。疲労度の推定の方法は、実施の形態１に示したものと同様であるため、その詳細な説明
は、ここでは繰り返さない。
【０１５８】
　疲労関連機器制御部１１１３は、疲労推定部１１０９から出力された疲労度の推定結果
に基づいて、疲労度を改善する機器制御を行なう（Ｓ４７）。
【０１５９】
　次に、変化要因判定部１１０５における脈波振幅の変化要因の判定処理（図３４のＳ４
４）の詳細について説明する。図３５は、本発明の実施の形態４における変化要因判定部
１１０５が実行する処理のフローチャートである。また、図３６は、変化要因判定部１１
０５が保持する脈波振幅の変化要因を判定する際に用いるデータテーブルを示す図である
。以下、図３５に示す処理を、図３６に示すデータテーブルの内容を用いて説明する。
【０１６０】
　変化要因判定部１１０５は、パラメータ変化量算出部１０３から起点変化量を取得する
（Ｓ５１）。また、変化要因判定部１１０５は、車両情報取得部１１１２からハンドル操
作データを取得する（Ｓ５２）。変化要因判定部１１０５は、起点変化量の絶対値があら
かじめ定められた数値（０．１）より大きいか否かを判定する（Ｓ５３）。起点変化量の
絶対値が０．１以下の場合は（Ｓ５３でＮＯ）、次に起点変化量およびハンドル操作デー
タを取得するまで待機し、Ｓ５１およびＳ５２以降の処理を繰り返す。
【０１６１】
　起点変化量の絶対値が０．１より大きい場合は（Ｓ５３でＹＥＳ）、変化要因判定部１
１０５は、ハンドル操作データがあらかじめ定められた数値（１５％）より大きいか否か
を判定する（Ｓ５４）。ハンドル操作データが数値１５％よりも大きい場合には（Ｓ５４
でＹＥＳ）、変化要因判定部１１０５は、図３６に示すように脈波振幅の変化した要因が
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運転者の疲労度の変化によるものと判定し、疲労度を推定する際の情報となる起点変化量
を、疲労推定部１１０９へ出力する（Ｓ５５）。ハンドル操作データが数値１５％以下の
場合には（Ｓ５４でＮＯ）、変化要因判定部１１０５は、図３６に示すように脈波振幅の
変化した要因が運転者の温冷感の変化によるものと判定し、温冷感を推定する際の情報と
なる起点変化量を、温冷感推定部１０８へ出力する（Ｓ５６）。
【０１６２】
　なお、ハンドル操作データが１５％を超えるような運転は、運転者にとって負担の大き
い走行であり、運転者に対してかなりの負荷を与えるものと言える。よって運転者の疲労
を引き起こすと考えられ、図３７に示すようにハンドル操作データのしきい値を１５％以
上と定めることにより最も適切に温冷感と疲労度とを区別することができる。このため、
本実施の形態ではハンドル操作データのしきい値を１５％と定めている。
【０１６３】
　次に、温冷感関連機器制御部１１１４における機器制御処理（図３４のＳ４５）の詳細
について説明する。図３８は、温冷感関連機器制御部１１１４が実行する処理のフローチ
ャートである。
【０１６４】
　温冷感関連機器制御部１１１４は、温冷感推定部１０８から温冷感の推定結果を取得す
る（Ｓ６１）。温冷感関連機器制御部１１１４は、取得した温冷感の推定結果に対応する
制御内容を決定する（Ｓ６２）。例えば、温冷感が暑い方向に変化したと推定された場合
には、エアコンなどの温冷熱出力機器の温度を下げたり、冷風や温風の気流出力機器の温
度を下げたり、気流を強めたりする制御内容を決定する。また、温冷感が寒い方向に変化
したと推定された場合には、温冷熱出力機器の温度を上げたり、気流出力機器の温度を上
げたり、気流を弱めたりする制御内容を決定する。温冷感関連機器制御部１１１４は、決
定された制御内容に従い、機器制御を行なう（Ｓ６３）。
【０１６５】
　次に、疲労関連機器制御部１１１３における機器制御処理（図３４ののＳ４７）の詳細
について説明する。図３９は、疲労関連機器制御部１１１３が実行する処理のフローチャ
ートである。
【０１６６】
　疲労関連機器制御部１１１３は、疲労推定部１１０９から疲労度の推定結果を取得する
（Ｓ６４）。疲労関連機器制御部１１１３は、取得した疲労度の推定結果に対応する制御
内容を決定する（Ｓ６５）。例えば、疲労度が増加方向に変化したと推定された場合には
、マッサージ機器を動作させる制御内容を決定したり、酸素やマイナスイオンの出力機器
を動作させる制御内容を決定したり、ナビゲーションシステムに最寄の森林への誘導をさ
せたりする制御内容を決定する。車両情報取得部１１１２において、車両が停止したとの
情報が得られた場合に（Ｓ６６でＹＥＳ）、疲労関連機器制御部１１１３は、決定された
制御内容に従い、機器制御を行なう（Ｓ６７）。このように、車両走行中には機器制御を
行なわず、車両停車中に機器制御を行なうようにすることにより、例えば、マッサージ機
器を車両走行中に動作させることによる運転ミスや、ナビゲーションシステムによる目的
地とは異なる地点への誘導などを回避することができ、運転者は安全に目的地まで運転を
続けることが可能となる。
【０１６７】
　以上説明したように実施の形態４による機器制御装置によれば、ユーザの脈波が変化し
た際に、脈波の変化量に加え、ハンドル操作データを考慮することで、脈波が変化した要
因を判定することができる。つまり、脈波の変化の要因が温冷感変化によるものであるの
か、疲労度変化によるものであるのかを識別することができる。また、変化の要因に基づ
いて、ユーザの温冷感の推定または疲労度の推定を行うことができる。このため、ユーザ
の脈波を取得してその情報を機器制御へフィードバックするシステムにおいて、誤った状
態推定結果に基づく機器制御をすることがなくなり、ユーザの状態を確実に提示したり、
ユーザの状態を改善するための機器制御を行なったりすることができる。特に、ユーザが
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車両の運転を行っている状況において、適切に機器制御を行なうことができるため、ユー
ザはより快適かつ安全な運転を行うことができる。
【０１６８】
　（実施の形態５）
　以下、本発明の実施の形態５に係る機器制御装置について説明する。実施の形態１およ
び４の機器制御装置と同一の構成については、同一の参照符号を付す。その機能および名
称も同一であるため、その詳細な説明はここでは繰り返さない。
【０１６９】
　実施の形態５に係る機器制御装置は、車載用の機器を制御するための装置である。
【０１７０】
　図４０は、本発明の実施の形態５における機器制御装置の構成を示すブロック図である
。図４０に示す機器制御装置は、例えば、公知のコンピュータから構成され、統括制御部
１１１１、車両情報取得部１１１２、生体信号計測部１１０１、パラメータ抽出部１０２
、判定部１２２０および制御部１１３０を含む。これらの各処理部は、本実施の形態に従
った機器制御プログラムがインストールされたコンピュータのＣＰＵが当該プログラムを
実行することにより実現される。実施の形態５に係る機器制御装置は、図３２に示した実
施の形態４に係る機器制御装置の構成において、判定部１１２０の代わりに判定部１２２
０を用いたものである。それ以外の構成は、図３２に示したものと同様である。
【０１７１】
　判定部１２２０は、パラメータ変化量算出部１０３と、パラメータ変化時間算出部１０
４と、変化要因判定部１２０５とを含む。変化要因判定部１２０５は、パラメータ変化量
算出部１０３により算出された起点変化量および前回変化量と、パラメータ変化時間算出
部１０４により算出された起点変化時間と、車両情報取得部１１１２で取得された車両の
状態に関する情報とから、脈波振幅が変化した要因（たとえば、温冷感や体調の影響など
）を判定し、判定した要因に基づいて、状態推定部１１１６に含まれる温冷感推定部１０
８および疲労推定部１１０９の中から適切な推定部を選択し、選択した推定部へ状態を推
定する際の情報となる起点変化量を出力する。
【０１７２】
　次に、実施の形態５に係る機器制御装置が実行する処理について説明する。
【０１７３】
　図４１は、本発明の実施の形態５における機器制御装置が実行する処理のフローチャー
トである。
【０１７４】
　機器制御装置は、実施の形態４と同様のＳ４１、Ｓ４２、Ｓ２、Ｓ３およびＳ４３の処
理を実行する。一方、パラメータ変化時間算出部１０４は、パラメータ抽出部１０２によ
り抽出された脈波振幅の時系列データにおける、あらかじめ定められた起点時刻から現在
時刻までの経過時間を起点変化時間として算出し、起点変化時間を変化要因判定部１２０
５へ出力する（Ｓ４）。
【０１７５】
　変化要因判定部１２０５は、パラメータ変化量算出部１０３から出力された起点変化量
および前回変化量と、パラメータ変化時間算出部１０４から出力された起点変化時間と、
車両情報取得部１１１２から出力されたハンドル操作データとから、脈波振幅が変化した
要因を判定する（Ｓ７１）。変化の要因が温冷感の変化によるものであると判定した場合
には（Ｓ７１でＹＥＳ）、変化要因判定部１２０５は、温冷感推定部１０８へ温冷感を推
定する際の情報となる起点変化量を出力する。変化の要因が疲労度の変化によるものであ
ると判定した場合には（Ｓ７１でＮＯ）、変化要因判定部１２０５は、疲労推定部１１０
９へ疲労度を推定する際の情報となる起点変化量を出力する。判定処理（Ｓ７１）の詳細
については後述する。
【０１７６】
　その後、機器制御装置は、実施の形態４と同様のＳ６およびＳ４５～Ｓ４７の処理を実
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行する。
【０１７７】
　次に、変化要因判定部１２０５における脈波振幅の変化要因の判定処理（図４１のＳ７
１）の詳細について説明する。図４２は、本発明の実施の形態５における変化要因判定部
１２０５が実行する処理のフローチャートである。なお、変化要因判定部１２０５は、図
１３に示したデータテーブルと、図３６に示したデータテーブルとを用いて、脈波振幅の
変化要因を判定する。以下、図４２に示す処理を、図１３および図３６に示すデータテー
ブルの内容を用いて説明する。なお、この処理は、図１２に示した実施の形態１に係る変
化要因判定部１０５が実行する処理と、図３５に示した実施の形態４に係る変化要因判定
部１１０５が実行する処理とを組み合わせた処理である。
【０１７８】
　まず、変化要因判定部１２０５は、パラメータ変化量算出部１０３から起点変化量と前
回変化量を取得し、パラメータ変化時間算出部１０４から起点変化時間を取得する（Ｓ８
１）。一方、変化要因判定部１２０５は、車両情報取得部１１１２からハンドル操作デー
タを取得する（Ｓ５２）。
【０１７９】
　変化要因判定部１２０５は、起点変化量の絶対値があらかじめ定められた数値（０．１
）より大きいか否かを判定する（Ｓ８２）。起点変化量の絶対値が０．１以下の場合は（
Ｓ８２でＮＯ）、次に起点変化量、前回変化量および起点変化時間を取得するまで待機し
、Ｓ８１およびＳ５２以降の処理を繰り返す。
【０１８０】
　起点変化量の絶対値が０．１より大きい場合は（Ｓ８２でＹＥＳ）、変化要因判定部１
２０５は、前回変化量の絶対値があらかじめ定められた数値（０．１）より小さいか否か
を判定する（Ｓ８３）。
【０１８１】
　前回変化量の絶対値が０．１より小さい場合は（Ｓ８３でＹＥＳ）、変化要因判定部１
２０５は、起点変化時間があらかじめ定められた値（１０分）より大きいか否かを判定す
る（Ｓ８４）。起点変化時間が１０分より大きい場合は（Ｓ８４でＹＥＳ）、変化要因判
定部１２０５は、図１３に示すように脈波振幅の変化した要因が疲労度（体調）の変化に
よるものと判定し、疲労度を推定する際の情報となる起点変化量を疲労推定部１１０９へ
出力する（Ｓ５５）。起点変化時間が１０分以下の場合は（Ｓ８４でＮＯ）、変化要因判
定部１２０５は、脈波振幅の変化した要因が温冷感の変化によるものと判定し、温冷感を
推定する際の情報となる起点変化量を温冷感推定部１０８へ出力する（Ｓ５６）。
【０１８２】
　前回変化量の絶対値が０．１以上の場合は（Ｓ８３でＮＯ）、変化要因判定部１２０５
は、ハンドル操作データがあらかじめ定められた数値（１５％）より大きいか否かを判定
する（Ｓ５４）。ハンドル操作データが数値１５％よりも大きい場合には（Ｓ５４でＹＥ
Ｓ）、変化要因判定部１２０５は、図３６に示すように脈波振幅の変化した要因が運転者
の疲労度の変化によるものと判定し、疲労度を推定する際の情報となる起点変化量を、疲
労推定部１１０９へ出力する（Ｓ５５）。ハンドル操作データが数値１５％以下の場合に
は（Ｓ５４でＮＯ）、変化要因判定部１２０５は、図３６に示すように脈波振幅の変化し
た要因が運転者の温冷感の変化によるものと判定し、温冷感を推定する際の情報となる起
点変化量を、温冷感推定部１０８へ出力する（Ｓ５６）。
【０１８３】
　以上説明したように実施の形態５による機器制御装置によれば、ユーザの脈波が変化し
た際に、脈波の変化量に加え、変化にかかる時間を考慮することで、脈波が変化した要因
を判定することができる。さらに、実施の形態５による機器制御装置によれば、ユーザの
脈波が変化した際に、脈波の変化量に加え、ハンドル操作データを考慮することで、脈波
が変化した要因を判定することができる。つまり、脈波の変化の要因が温冷感変化による
ものであるのか、疲労度変化によるものであるのかを識別することができる。また、変化
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の要因に基づいて、ユーザの温冷感の推定または疲労度の推定を行うことができる。この
ため、ユーザの脈波を取得してその情報を機器制御へフィードバックするシステムにおい
て、誤った状態推定結果に基づく機器制御をすることがなくなり、ユーザの状態を確実に
提示したり、ユーザの状態を改善するための機器制御を行なったりすることができる。特
に、ユーザが車両の運転を行っている状況において、適切に機器制御を行なうことができ
るため、ユーザはより快適かつ安全な運転を行うことができる。
【０１８４】
　（変形例）
　上述の実施の形態における生体信号計測部１０１では、成分比の分散値に基づいて、脈
波データのノイズが含まれているか否かの判断を行ったが、成分比が所定の範囲に含まれ
るか否かに基づいて、脈波データにノイズが含まれているか否かの判断を行うようにして
もよい。つまり、図９に示したように、体動の影響を受けた区間Ａおよび区間Ｂでは速度
脈波の最大値と最小値の比（成分比）が大きく変化し、温冷感の変化の影響を受けた区間
Ｃでは成分比の変化が小さい。このため、区間Ｃでは、成分比が所定の範囲に含まれるこ
とになる。
【０１８５】
　図４３は、生体信号計測部の他の構成を示すブロック図である。生体信号計測部３１０
１には、脈波センサ１が接続されているものとする。
【０１８６】
　生体信号計測部３１０１は、脈波検出部１０１１と、脈波微分部１０１２と、成分抽出
部１０１３と、成分比算出部１０１４と、判定部３０１７と、ノイズ区間除去部１０１８
と、蓄積部１０１９とを含む。生体信号計測部３１０１が図８に示した生体信号計測部１
０１と異なる点は、成分比保持部１０１５および分散値算出部１０１６が設けられておら
ず、判定部１０１７の代わりに判定部３０１７が設けられている点である。このため、生
体信号計測部１０１と共通する処理部については、その詳細な説明はここでは繰り返さな
い。判定部１０１７は、成分比算出部１０１４で算出された成分比の値から、脈波にノイ
ズが含まれているか否かを判定する。
【０１８７】
　図４４は、生体信号計測部３１０１が実行する処理のフローチャートである。図１７に
示した生体信号計測部１０１が実行する処理のフローチャートと同じ処理については、同
じステップ番号を付し、その詳細な説明はここでは繰り返さない。
【０１８８】
　生体信号計測部３１０１は、Ｓ２０１～Ｓ２０５の処理を実行することにより、成分比
を算出する。
【０１８９】
　判定部３０１７は、算出された成分比が所定の成分比範囲内（例えば、－０．１～－０
．４）に属するか否かを判定する（Ｓ３０６）。ここで、成分比が所定の成分比範囲内に
属する場合（Ｓ３０６でＹＥＳ）、判定部３０１７は、検出した脈波にはノイズが含まれ
ていないと判断して、ノイズ区間除去部１０１８が、ノイズ除去をすることなく、脈波を
示すデータを蓄積部１０１９に出力する（Ｓ２１０）。
【０１９０】
　一方、成分比が所定の成分比範囲内に属さない場合は（Ｓ３０６でＮＯ）、判定部３０
１７は、検出した脈波にはノイズが含まれていると判断し、ノイズ区間除去部１０１８は
、ノイズ区間の脈波を除去することにより、ノイズ除去が行われた後の脈波を示すデータ
を蓄積部１０１９に出力する（Ｓ２１１）。
【０１９１】
　蓄積部１０１９は、ノイズ区間除去部１０１８から出力された脈波データを蓄積する（
Ｓ２１２）。
【０１９２】
　生体信号計測部１０１は、終了する条件を満たしているか否かを調べる（Ｓ２１３）。
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終了する条件を満たしている場合は（Ｓ２１３でＹＥＳ）、ここで処理を終了し、満たし
ていない場合は（Ｓ２１３でＮＯ）、脈波検出部１０１１が、脈波の検出処理（Ｓ２０１
）を継続する。
【０１９３】
　上述したように、本変形例においては、所定の時間範囲における速度脈波の最大値と最
小値の比である成分比を算出し、その成分比が所定の成分比範囲に属するか否かの判定を
行うことで、体動の影響によるノイズと温冷感の変化によって生じた脈波の変化との識別
を行うことができる。
【０１９４】
　以上、本発明について実施の形態およびその変形例に基づいて説明を行ったが、本発明
は、上述の実施の形態およびその変形例に限定されるものではない。
【０１９５】
　例えば、実施の形態１および５において、図１３に示す変化要因判定部１０５で用いる
データテーブルにおける、起点変化量および前回変化量のしきい値０．１や、起点変化時
間のしきい値１０分については、これに限定されるものではなく、あらかじめ定められた
所定の数値を用いてもよい。また、起点変化量および前回変化量のしきい値については、
あらかじめ定められた所定の数値に代えて、ユーザの脈波振幅の時系列データにおける一
定区間の平均値から計算される数値（たとえば、平均値の１割の値など）を用いてもよい
ものとする。
【０１９６】
　また、実施の形態２において、図２６に示す変化要因判定部５０６で用いるデータテー
ブルにおける、起点変化量のしきい値０．１や、温度起点変化量のしきい値３℃について
は、これに限定されるものではなく、あらかじめ定められた所定の数値を用いてもよい。
また、起点変化量のしきい値については、あらかじめ定められた所定の数値に代えて、ユ
ーザの脈波振幅の時系列データにおける一定区間の平均値から計算される数値（たとえば
、平均値の１割の値など）を用いてもよいものとする。
【０１９７】
　また、実施の形態３において、図３１が示す変化要因判定部９０５で用いるデータテー
ブルにおける、起点変化量のしきい値０．１や、起点変化量積分値のしきい値１について
は、これに限定されるものではなく、あらかじめ定められた所定の数値を用いてもよい。
また、起点変化量のしきい値については、あらかじめ定められた所定の数値に代えて、ユ
ーザの脈波振幅の時系列データにおける一定区間の平均値から計算される数値（たとえば
、平均値の１割の値など）を用いてもよいものとする。
【０１９８】
　また、実施の形態４および５において、図３６が示す変化要因判定部１１０５で用いる
データテーブルにおける起点変化量のしきい値０．１や、ハンドル操作データのしきい値
１５％については、これに限定されるものではなく、あらかじめ定められた所定の数値を
用いてもよい。また、起点変化量のしきい値については、あらかじめ定められた所定の数
値に代えて、ユーザの脈波振幅の時系列データにおける一定区間の平均値から計算される
数値（たとえば、平均値の１割の値など）を用いてもよいものとする。
【０１９９】
　また、上述の実施の形態において、パラメータ抽出部１０２は、脈波振幅をパラメータ
値として抽出したが、心拍数や脈拍数、さらには、脈波波形を２階微分した加速度脈波の
波形成分（ａ、ｂ、ｃ、ｄおよびｅ）や波形成分比（ｂ／ａ、ｃ／ａ、ｄ／ａ、ｅ／ａ）
、脈波間隔を周波数解析した結果であるＬＦ／ＨＦやＨＦ、さらには、脈波波形をカオス
解析した結果である最大リアプノフ指数など、ユーザの温冷感や体調を推定する可能性の
ある生体信号をパラメータ値として抽出してもよい。なお、ａ、ｂ、ｃ、ｄおよびｅは、
図２２に示したａ波、ｂ波、ｃ波、ｄ波およびｅ波の振幅値をそれぞれ示す。
【０２００】
　また、機器制御部１０７または温冷感関連機器制御部１１１４により行われる機器制御
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として、ユーザの温冷感を表示装置に表示させたり、ユーザの温冷感の状態に応じて警報
を出力したりしてもよい。また、機器制御部１０７または疲労関連機器制御部１１１３に
より行われる機器制御として、ユーザの体調または疲労度を表示装置に表示させたり、ユ
ーザの体調または疲労度の状態に応じて警報を出力したりしてもよい。また、ユーザの温
冷感や体調を改善させる機器制御として、冷房や暖房等の温冷熱刺激、冷風や温風等の気
流刺激、マッサージ等の物理刺激、または酸素やマイナスイオン等の物質刺激等を与える
ものとしてもよい。例えば、温冷感が暑い方向に変化したと推定された場合には、温冷熱
刺激の温度を下げたり、気流刺激の気流を強めたりしてもよいし、温冷感が寒い方向に変
化したと推定された場合には、温冷熱刺激の温度を上げたり、気流刺激の気流を弱めたり
してもよい。温冷感が不快方向に変化したと推定された場合には、現状の制御内容をキャ
ンセルしたりしてもよいし、温冷感が快適方向に変化したと推定された場合には、現状の
制御内容をその後も維持するようにしてもよい。また、ユーザの体調が疲労度が増える方
向に変化したと推定された場合には、マッサージ等の物理刺激をユーザに与えたり、マイ
ナスイオン等の物質刺激を与えたりしてもよい。
【０２０１】
　また、パラメータ抽出部１０２において脈波振幅を抽出する際は、脈波の１波形ごとに
脈波振幅を抽出して都度出力するものとしたが、脈波の複数波形の脈波振幅における平均
値を出力してもよいものとする。
【０２０２】
　また、パラメータ変化量算出部１０３、パラメータ変化時間算出部１０４およびパラメ
ータ変化量積分部９０４で用いられた脈波振幅の時系列データにおける起点時刻、ならび
に温度起点変化量算出部５０５で用いられた環境温度の時系列データにおける起点時刻を
、あらかじめ定められた時刻としたが、たとえば、一定時間（たとえば１分など）ごとに
現在時刻へ更新されるとしてもよいし、現在時刻より一定時間（たとえば１０分など）前
の時刻を起点時刻としてもよい。
【０２０３】
　また、実施の形態１～３において、状態推定部１０６に、温冷感推定部１０８と体調推
定部１０９とが含まれる構成としたが、体調推定部１０９で推定される体調をさらに詳細
に分類し、体調推定部１０９が、疲労度推定部、ストレス推定部、眠気推定部などを含む
ものであってもよい。
【０２０４】
　また、上述の実施の形態の生体信号計測部１０１および１１０１では、成分比の分散値
の代わりに、標準偏差値を用いてもかまわない。
【０２０５】
　また、上述の実施の形態の生体信号計測部１０１および１１０１は、分散値から脈波に
ノイズが含まれているか否かを判定するようにしたが、各生体信号計測部に、分散値を記
憶する記憶装置と、２つの分散値の差分値を求める処理部とを設け、差分値が所定の範囲
に属するか否かによって、ノイズの混入を判定するようにしてもよい。
【０２０６】
　また、上述の変形例の生体信号計測部３１０１は、成分比の値から脈波にノイズが含ま
れているか否かを判定するようにしたが、生体信号計測部に、成分比を保持する記憶装置
と、２つの成分比の差分値を求める処理部とを設け、差分値が所定の範囲に属するか否か
によって、ノイズの混入を判定するようにしてもよい。
【０２０７】
　また、上述の実施の形態では脈波センサ１を透過型光学式センサとしたが、反射式のセ
ンサでもよいし、圧電式のセンサであってもかまわない。また、脈波は指の付け根や手の
ひら部分で計測するようにしてもよい。
【０２０８】
　また、成分抽出部１０１３で最小値を抽出する範囲を、最大値を抽出したポイント（図
１８でのＭ１）よりも時系列的に後ろにある範囲（図１８でのＴ２）としたが、全ての範
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囲（図１８でのＴ１）で抽出するようにしてもよい。
【０２０９】
　また、成分比算出部１０１４で算出する成分比を、最小値を最大値で除した値としたが
、最大値を最小値で除した値としてもよい。
【０２１０】
　また、ここでは、脈波にノイズが含まれている場合にその旨を報知するようにしてもよ
いし、脈波にノイズが含まれていない場合にも、脈波が検出できていることを知らせるた
めに、音声や光等で報知したり、脈波波形を表示したりするようにしてもよい。
【０２１１】
　また、実施の形態４および５では、脈波センサ１は、車両のハンドルに設けられており
、ハンドルを握った状態の運転者の脈波を計測するものとしたが、これに限定されるもの
ではない。例えば、ドライバや乗員が触れる可能性のあるシフトレバーやアームレストな
どに脈波センサ１を設け、これらに触れたときの脈波を計測するようにしてもよい。
【０２１２】
　また、上述の実施の形態では、体調推定部１０９または疲労推定部１１０９における推
定結果に従い、所定の機器を制御しているが、単に体調または疲労度をレコーダに記録す
るものであってもよいし、体調または疲労度を、ネットワークを介してサーバに送信する
ものであってもよい。なお、サーバへの送信は、例えば、疲労度が所定のしきい値よりも
大きくなった場合にのみ行われるようにしてもよい。
【０２１３】
　また、上述の実施の形態では、車載用途を中心とした機器制御について説明を行ったが
、車載用途以外の機器制御であってもよい。例えば、温度変化が起こる環境で、機器操作
をおこなうユーザの疲労度を測定するものとして、空調があるオフィスのパソコン機器や
、調理場が併設された店舗内でのレジスター機器を操作するユーザの疲労度を測定し、測
定結果に応じた機器制御を行なうようにしてもよい。
【０２１４】
　また、上述の実施の形態に示した各装置は、コンピュータから構成されるものとしたが
、上記の各装置を構成する構成要素の一部または全部は、システムＬＳＩ（Large Scale 
Integration：大規模集積回路）に代表される集積回路から構成されているとしてもよい
。システムＬＳＩは、複数の構成部を１個のチップ上に集積して製造された超多機能ＬＳ
Ｉであり、具体的には、マイクロプロセッサ、ＲＯＭ、ＲＡＭなどを含んで構成されるコ
ンピュータシステムである。前記ＲＡＭには、コンピュータプログラムが記憶されている
。前記マイクロプロセッサが、前記コンピュータプログラムにしたがって動作することに
より、システムＬＳＩは、その機能を達成する。
【０２１５】
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えら
れるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて請求の範囲によって示され、請
求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
【産業上の利用可能性】
【０２１６】
　本発明にかかる脈波検出装置は、家庭や医療機関等における脈波の計測・検出装置等と
して有用である。また、脈波から人体の状態をモニタリングする等の用途にも応用できる
。
【０２１７】
　本発明にかかる機器制御装置は、人の生体信号からその人の状態を推定する際、状態推
定の材料となる生体信号の変化が何に起因するものなのかを識別し、人の状態を確実に推
定して機器制御を実行することができる。このため、生体信号に基づいた車載用の機器を
制御する機器制御装置等として有用である。
【符号の説明】
【０２１８】
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１　脈波センサ
１０１、１１０１、３１０１　生体信号計測部
１０２　パラメータ抽出部
１０３　パラメータ変化量算出部
１０４　パラメータ変化時間算出部
１０５、５０６、９０５、１１０５、１２０５　変化要因判定部
１０６、１１１６　状態推定部
１０７、１１１７　機器制御部
１０８　温冷感推定部
１０９　体調推定部
１２０、５２０、９２０、１０１７、１１２０、１２２０、３０１７　判定部
１３０、１１３０　制御部
５０４　環境温度計測部
５０５　温度起点変化量算出部
９０４　パラメータ変化量積分部
１０１１、１１２１　脈波検出部
１０１２　脈波微分部
１０１３　成分抽出部
１０１４　成分比算出部
１０１５　成分比保持部
１０１６　分散値算出部
１０１８　ノイズ区間除去部
１０１９　蓄積部
１１０９　疲労推定部
１１１１　統括制御部
１１１２　車両情報取得部
１１１３　疲労関連機器制御部
１１１４　温冷感関連機器制御部
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